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序     文 

 

国際協力機構は、インドネシア共和国政府の要請を受け、水利組合強化計画に関する事前調査

を平成 14 年 2 月、平成 15 年 3 月と二度にわたって実施し、その調査報告等を踏まえて平成 15 年

12 月 2 日から 12 月 25 日までの間、農業開発協力部農業技術協力課の森田課長代理を団長とする

実施協議調査団を現地に派遣しました。 

同調査団は、インドネシア共和国政府関係者と実施のための協議を行い、討議議事録（R/D）及

び暫定実施計画（TSI）の署名・交換を行いました。その結果、本プロジェクトを平成 16 年 4 月 1

日から 3 カ年間の計画で実施することになりました。 

本報告書は、同調査団による協議結果を取りまとめたものであり、今後、本プロジェクトの実

施にあたり広く活用されることを願うものです。 

最後に、本調査の実施にあたり、ご協力を頂いたインドネシア共和国関係機関ならびに我が国

関係各位に対し、厚く御礼を申し上げるとともに、当機構の業務に一層のご支援をお願いする次

第です。 

 

平成 16 年 1 月 

国際協力機構 

理事 鈴木 信毅 
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第１章 調査団派遣の経緯 

 
１－１ 調査団派遣の経緯 

インドネシア政府は、灌漑施設の維持管理のために政府が担ってきた財政負担を軽減すべく、 
1987 年に灌漑システムの運営と維持管理を水利組合に移管する政策（灌漑維持管理政策）を決定

した。1999 年からは、世界銀行による支援：水資源セクター構造調整融資（Water Sector Adjustment 
Loan: WATSAL）のもとで、灌漑施設の農民組織による運営と維持管理に関する制度的枠組みを構

築中である。灌漑施設維持管理の水利組合への移管はインドネシアの灌漑セクターに課せられた

最重要課題であるが、現状の大部分の水利組合は結成にあたって農民の意向が十分に反映されて

おらず、水利費を負担することのメリットが農民に示されてないため十分に機能していない。ま

た、水利組合の活動に対し支援を行う立場にある地方政府は、技術力を有する人材や経験の不足

から、十分な支援を行うことができない状況にある。 
これらの問題に対処するため、インドネシア政府より、地方レベル行政機関及びモデル地区の 

農民を対象とした水管理・灌漑施設管理技術等の巡回指導を中心とする水利組合の強化に係る技

術協力の要請が行われた。 
なお、2002 年 2 月、2003 年 3 月に実施された事前評価調査では、JBIC 事業「ビリビリ灌漑事 

業」が実施された南スラウェシ州ゴワ県タナバンカ村周辺にモデルサイトを設定し、地方政府職

員の能力向上により、水利組合強化を図るためのプロジェクトとすることを先方政府と合意して

いる。 
また、関連事業として、2000 年 2 月から 2001 年 12 月まで、開発調査「水利組合移管促進計画

調査」が実施されている。 
 
１－２ 調査団派遣の目的 

今回の調査では、これまでに確認しているプロジェクトのフレームワーク、実施体制及びプロ

ジェクトサイトの状況等をより具体的かつ詳細に確認し、プロジェクト開始の準備を行うことを

目的とした。確認された情報は、R/D 及び PDM、TSI に記載され、インドネシア側と署名交換し

た。 
また、コンサルタント団員を中心に、現地ローカルコンサルタントとの業務委託契約で実施し 

ているベースライン調査の進捗を確認するとともに、調査方法やデータの解析方法などについて

指示し、今回の委託調査で実施できない項目については今後の調査計画を作成することを目的と

した。 
 
１－３ 調査団の構成 

1 森田 隆博 団長 国際協力機構 農業開発協力部 農業技術協力課 課長代理

2 篠原 辰明 協力計画 国際協力機構 農業開発協力部 農業技術協力課 職員 

3 白木 俊 農業開発計画 有限会社アグロックス 

4 升村 章司 農村社会調査 国際航業株式会社 
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１－４ 調査日程 

日程 官団員 コンサル団員 

1 12 月 2 日 火    
11:05
16:50

成田発（JL715） 
ジャカルタ着 

2 12 月 3 日 水    
終日 JICA インドネシア事務所打合せ

個別専門家との打合せ 

3 12 月 4 日 木    午後 中央政府との協議 

4 12 月 5 日 金    
8:00

 
午後

移動（ジャカルタ→マカッサル）

（GA602） 
現地コンサルタントとの打合せ

5 12 月 6 日 土    終日 現地調査 

6 12 月 7 日 日    終日 〃 

7 12 月 8 日 月    終日 〃 

8 12 月 9 日 火    終日 〃 

9 12月 10日 水 
11:05
16:50

成田発 
ジャカルタ着 

終日 〃 

10 12 月 11 日 木 

9:30
10:30
14:00
15:00

JICA インドネシア事務所 
在インドネシア日本大使館表敬 
JBIC 表敬 
国家開発企画庁(BAPPENAS)表敬

終日 〃 

11 12月 12日 金 

12:30
 

15:00
 

中央レベルのカウンターパート 
（C/P）機関との協議 
居住地域インフラ省 
（KIMPRASWIL）水資源総局長 
表敬 

終日 〃 

12 12月 13日 土 
8:00
午後

移動（ジャカルタ→マカッサル）

現地調査の進捗状況確認 
午後 官団員との打合せ 

13 12月 14日 日 終日
モデルサイトの状況確認（水源→末端） 
農民からのヒアリング（農民集会） 

14 12月 15日 月 

9:00
12:00
13:00 
14:00 
15:00

南スラウェシ州 BAPPEDA 長官 
表敬 
ゴワ県副県知事表敬 
在マカッサル日本総領事表敬 
南スラウェシ州水資源部表敬 
専門家執務室の確認 

終日 現地調査 

15 12月 16日 火 
9:00

16:25
現地レベル C/P 機関との協議 
移動（マカッサル→ジャカルタ）

終日 〃 
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16 12月 17日 水 終日 中央レベル C/P 機関との協議 終日 〃 

17 12月 18日 木 
午前

午後

中央レベル C/P 機関との協議 
R/D 署名 

終日 〃 

18 12月 19日 金 
14:00
15:30
23:50

JICA インドネシア事務所報告 
在インドネシア日本大使館報告 
ジャカルタ発（JL716） 

終日 〃 

19 12月 20日 土 8:40 成田着 終日 〃 

20 12月 21日 日    終日 〃 

21 12月 22日 月    終日 〃 

22 12月 23日 火    
 移動（マカッサル→ジャカルタ）

個別専門家との打合せ 

23 12月 24日 水    
午後

23:50
JICA インドネシア事務所報告 
ジャカルタ発（JL716） 

24 12月 25日 木    8:40 成田着 

 
１－５ 主要面談者 

(1) インドネシア側関係者 

氏名 職位 プロジェクトとの関係

居住地域インフラ省水資源総

局 
    

Mohamed Basuki Hadimuljino General Director, Water Resources ディレクター 

Adi Sarwoko Director, Planning and International 
Cooperation 

 

Sharuto Sarawan Director, Water Resources Management, 
Director of Water Resources（DGWR）

中央レベル 
マネージャー 

Bakti Sudarmanto Section Chief, Sub-Directorate of Water 
Resources Institution, Pengelolaan 
Sumber Daya Air（PSDA:現地語), 
DGWR 

カウンターパート 

A Tommy M. Sitompul Chief, Sub-Directorate of Irrigation, 
Ground Water and Coastal, BINTEK, 
DGWR 

カウンターパート 

Guridno Wardoyo Section Chief, Sub-Directorate of 
Region 2,Directorate of East Region, 
DGWR 

カウンターパート 

Trisasongko Widianto Project Leader, Project for Planning 
Program of Flood Control, DGWR 
 

カウンターパート 
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Sumudi Kartono Chief, Sub-Project for Development and 
Management of Irrigation, DGWR 

カウンターパート 

Nastiti Saksono Staff, Sub-Project for Development and 
Management of Irrigation, DGWR 

カウンターパート 

Yushar Director, Balai Irrigation カウンターパート 

BAPPENAS   

Budhi Santodo Head, Sub-Directorate of Irrigation  

南スラウェシ州   

S.ruslan Head of BAPPEDA  

Syaiful Bachri Staff, Section of Irrigation and Utility, 
BAPPEDA 

カウンターパート 

Zainudin Sake Vice Head, Dinas PSDA  

Soeprapto Budisantoso Head, Sub-Dinas of Utility Guidance, 
Dinas PSDA 

カウンターパート 

Mathius Pata Head, Section of Operation and 
Maintenance（O/M）, Balai PSDA 
Jeneberang 

カウンターパート 

ゴワ県   

H.Syafruddin Kaiyum Secretary of Governor  

Nuning Pudjiastuti Head, Tertiary Guidance of Assistant 
O/M, PIRASS 

カウンターパート 

Hurun Effendy Assistant O/M of Irrigation Project in 
Gowa-Takalar, PIRASS 

カウンターパート 

NGO   

Dorotea Agnes Ramisale Lenbaga Pelangi（Professor  
of Univ.Hasanuddin） 

モデルエリアを中心

に水利組合強化を含

む活動を展開 

 

 

(2) 日本側関係者 

氏名 職位 プロジェクトとの関係

及川 仁 日本大使館一等書記官  

渡邊 奉勝 在マカッサル総領事  

加藤 圭一 JICA インドネシア事務所長  

稲葉 誠 〃 次長  

大竹 祐二 〃 次長  

神谷 まち子 
 

〃 所員  
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臼杵 宣春 JICA 個別専門家 
（水利組合強化） 

プロジェクト開始後

は、チーフアドバイザ

ー／水利組合組織担

当 

浅田 務 JICA 個別専門家 
（かんがい計画） 

中央政府レベルでの

研修及び各種調整を

担当 

田中 洋子 青年海外協力隊員 
（村落開発） 

モデルエリアにおい

て水利組合強化を中

心に活動 

山村 繁 JBIC ジャカルタ支店  

鈴木 隆文 （ビリビリ灌漑事業建設責任者（株））

建設技術研究所（CTI） 
ビ リ ビ リ 灌 漑 地 区

（JBIC ローン）の工

事総責任者 
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第２章 要約 

 
本件は、2001年に実施された開発調査の結果を受けて要請された技術協力プロジェクトである。

開発調査では水利組合育成強化のため、5 つの地域でパイロットプロジェクトを実施することが

提案された。本件技術協力内容と協力対象地区については、2002 年 2 月、2003 年 3 月に実施され

た事前評価調査を通して、「比較的条件のよい地域をプロジェクトエリアとし、地方政府職員によ

る支援を通じて水利組合が強化されるモデルを確立する」との考え方に沿って検討を重ねてきた。 
これまでの事前調査等による先方との協議の結果、本件はパイロットプロジェクト候補地区と

は異なる南スラウェシ州ゴワ県タナバンカ村周辺において実施することでインドネシア政府と合

意に至った。当地は JBIC 事業「ビリビリ灌漑事業」に加え、JOCV・NGO の連携による住民参加

型水管理のための組織化が行われている地域である。そのため、水利組合育成モデルの確立と水

利組合育成に携わる関係者の能力強化を目的とした技術協力を実施するのに適切な地域と言える。 
1999 年に開始された世界銀行による支援（WATSAL：水資源セクター構造調整融資）を契機に、

農民組織による灌漑施設の運営と維持管理に関する制度的枠組みの整備が進められてきた。その

基本方針に沿って水資源法の改正が予定されていたが、現在の国会の審議経過によれば、住民参

加で運営維持管理を行うという基本理念に変更はないものの、1 次水路、2 次水路については農民

に施設管理を移管する方針から、従来通り中央政府、地方政府に施設管理を残すことが議論され

ている。この内容で水資源法の改正が成立すれば、1999 年以来 WATSAL の枠組みの下で進めら

れてきた各種政令、ガイドラインの見直しが必要となる。 
本件は 3 次水路レベルでの活動を想定しているが、インドネシアでは中央から地方への政策伝

播に非常に時間がかかるために、水資源法改正による直接の影響は少ない。現行の政令、ガイド

ラインが地方に少しずつ浸透してきている段階であることから、水資源法の改正内容によっては

地方行政の混乱にさらに拍車がかかることが懸念される。 
灌漑管理移管政策の実施においては、地方政府の財政・人的資源不足が問題となっている。ま

た、地方政府と農民の間に距離があると言われており、この両者の間をつなぐ組織として NGO が

重要な役割を果たしている。本件では、NGO を主要な関連機関の 1 つと位置づけ、中央政府、地

方政府をカウンターパートとした人材育成に取り組んでいくこととした。 
また、本件は「モノ」をつくる協力ではなく水利組合をひとつのまとまりとした「人と人との

つながり」をつくっていく協力であり、労力と時間を多く費やしても成果が形となって現れにく

く、また様々なプロジェクト外の要因に成否が左右されやすいという困難な側面を有している。

そのような状況もふまえて、本件のモデルエリアは決して大きくはない約 300ha 弱とした。モデ

ルエリア以外の農民、水利組合から本件についての関心が示されてきており、本件を通じて水利

組合の育成モデルが確立できればインドネシアにおいてある程度客観的なデータを有した水利組

合育成の成功事例を提示できるであろう。それとともに、農民側の発意に基づく面的な波及が期

待できる。 
さらに、水利組合の活動を持続的に発展させるためには灌漑水の供給だけではなく、営農面で

の様々な支援が不可欠である。本件では、NGO や農民との議論を踏まえ、マイクロクレジットの

導入や水利組合が農産物の共同出荷や生産資材の調達を行うことも検討していく必要がある。逆

にプロジェクトエリア以外の地域で、水利組合よりも既存の農協組織が活発な地域があれば、農
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協組織が水管理を担っていくことを検討することが有効である。 
このようにインドネシアの水管理を巡る状況は流動的であり、また地域ごとに多様性に富んで

いることから、本件協力においては特に状況に応じた多面的かつ柔軟な活動の展開が重要になる

であろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ- 21 

 



第３章 協議総括 

 
３－１ プロジェクトの位置づけ 

本件は、2001 年に実施された開発調査の結果である、水利組合育成強化のためのパイロットプ

ロジェクト実施提案を受けて要請された技術協力プロジェクトである。2002 年 2 月、2003 年 3 月

に実施された事前評価調査を通して、JBIC 事業「ビリビリ灌漑事業」が実施された南スラウェシ

州ゴワ県タナバンカ村周辺にモデルサイトを設定した。プロジェクト内容は、水利組合育成のモ

デルの確立と水利組合育成に携わる関係者の能力強化を目的とすることで先方政府と合意した。 
今回の協議でプロジェクトの実施に至る経緯を確認するとともに、その位置づけを次のように

再確認した。 
 

象  
基幹灌漑施設が整備されている

されているなど、比較的条件の

                
プロジェクトエリアで地方政府

立・展示、OJT による C/P の能

               

モデル確立のプ

               

モデル地域周辺への

                 
次のステップ（上位目標）として

の成果の拡大をめざす。 
 
３－２ 基本計画 

 プロジェクトの基本計画として、

案件名 
 インドネシア水利組合強化計画 
 
モデルエリア 
 ゴワ県バジェン郡の大部分がタナ

  
上位目標 
 ビリビリ灌漑地区において、水利

ことにより、灌漑施設の適正な運用

 
  
 

プロジェクト活動の対
、NGO・協力隊員の活動などにより住民参加の素地が形成 
よい地域をプロジェクトエリアとして選定 
           ↓      
職員による支援を通じて水利組合が強化されるモデルを確 
力向上 
      ↓ 
ロセスを普及可能な形に取りまとめる 
           ↓ 
普及、全国レベルでの啓蒙活動（セミナー） 
         ↓ 
、ビリビリ灌漑地区へ面的な普及を図る一方、全国レベルで

以下の内容を確認し、R/D の形式にて署名・交換を行った。 

 

バンカ村に位置する 3 次水路ブロック  

組合が地方政府による支援と協調を通じて活性化される 
及び管理が行われる。 
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プロジェクト目標 
 モデルエリアにおいて、水利組合が地方政府による支援及び協調を通じて活性化されること

により、灌漑施設の適正な運用及び管理を行うモデルが確立される。 
  
成果 
 1 モデルエリアの水利組合が強化される。 
 2 モデルエリアにおいて、農地まで効率的に灌漑用水が配水される。 
 3 モデルエリアの灌漑施設が適切に維持管理される。また、現地の実態にあわせて改善され

る。 
 4 モデルエリアにおいて、灌漑用水の効率的利用に基づいた営農が行われる。 
 5 地方政府職員及びその他の関係者が、水利組合に対し適正な指導を行うための知識・経験

を修得する。 
  
活動 
 1 組合組織強化  
  1-1 水利組合の活動状況の実態把握 
  1-2 灌漑施設運用と維持管理に係る関係者（州、県、水利組合 Water Users Associations / 

以下「WUAs」）の役割分担の確認及びモデルエリアでの合意取付 
  1-3 水利組合組織の運営改善 
  1-4 水利組合の経理、財務管理の改善 
  1-5 地方政府と水利組合間の連絡、調整の強化 
  1-6 ビリビリ灌漑地区以外で行われている水利組合強化に関する活動の情報収集 
 2 水管理適正化  
  2-1 水管理の実態把握 
  2-2 モデルエリアの水利調整計画の策定 
  2-3 モデルエリアの水利調整の実施とモニタリング 
  2-4 現地に適合し、関係者（州、県、WUAs）の合意に基づく配水計画の策定 
  2-5 配水計画に基づいた水管理の運用とモニタリング 
 3 灌漑施設維持管理  
  3-1 灌漑施設と維持管理活動の現状把握 
  3-2 灌漑施設の改善・維持管理計画の作成 
  3-3 計画に基づく維持管理活動の実施とモニタリング 
  3-4 末端水路（3 次～4 次）の改善 
 4 営農  
  4-1 モデルエリアを含む周辺地域における営農実態（作付時期、作付作物、市場、種子・

肥料の調達方法等）の把握 
  4-2 モデルエリアにおける現地に適応した栽培技術の確立 
  4-3 営農支援体制（栽培技術指導、種子・農薬の調達方法、ポストハーベスト）の強化 
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5 研修  
  5-1 活動 1～4 に基づく研修教材の作成 
  5-2 地方政府、中央政府関係者に対する研修の実施 
  5-3 水利組合幹部、農民リーダー、NGO を対象とした研修の実施 

 
３－３ 実施体制 
 中央政府レベル、地方政府それぞれにプロジェクト実施体制として以下の内容を確認し、R/D
の形式にて署名・交換を行った。実施体制図は付属資料 4 のとおり。 
 
(1) プロジェクトの実施体制 

プロジェクトディレクター 居住地域インフラ省水資源総局長 

副プロジェクトディレクター 居住地域インフラ省水資源総局次長 

中央レベルプロジェクトマネージャー 居住地域インフラ省水資源管理局長 

中央レベル副プロジェクトマネージャー 居住地域インフラ省技術指導局長 

地方レベルプロジェクトマネージャー 南スラウェシ州水資源管理局長 

地方レベル副プロジェクトマネージャー 南スラウェシ州ゴワ県水資源管理局長 

 なお、中央レベルの研修活動に関しては、ブカシに位置する灌漑研究センターの人員及び施設

を活用する予定。 
 
(2) プロジェクトの合同委員会の構成 

議長 
 居住地域インフラ省水資源総局長 

副議長 
 居住地域インフラ省水資源総局次官 
 居住地域インフラ省水資源管理局長 
 居住地域インフラ省技術指導局長 
 地方レベルプロジェクトマネージャー 
 南スラウェシ州水資源管理局長 
 南スラウェシ州ゴワ県水資源管理局長 
 
  
 

※その他、日本大使館からのオブザーバー 
参加、議長が必要と認める者の参加が可能

インドネシア側委員 
 国家開発計画庁水資源灌漑局長 
 内務省地域開発局長 
 農業省水・灌漑管理局長 
 南スラウェシ州開発計画部長 
 南スラウェシ州ゴワ県開発計画部長 
南スラウェシ州ゴワ県農業支援部長 

 
日本側委員 
 日本人専門家  
 JICA インドネシア事務所の代表 
 その他必要に応じて JICA から派遣される 
人員 
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日本人専門家のカウンターパートについては、中央政府、地方政府とも正式な任命に向けて

準備が進められているが、今回の調査を通じ、それぞれ付属資料 5 のとおり配置準備が進めら

れていることを確認した。 
 
３－４ 日本側投入計画 

(1) 長期専門家 
長期専門家の分野については、業務量、分野兼務の適否を検討した結果、以下の 4 名とす

ることを先方と確認した。 
 

    チーフアドバイザー／水利組合組織 
    業務調整／研修 
    営農 
    水管理／灌漑施設管理 
 

現在、チーフアドバイザー／水利組合組織は居住地域インフラ省水資源総局に派遣してい

る個別専門家「水利組合強化」の身分を、プロジェクト専門家に切り替える対応を想定して

いる。長期専門家 4 名は基本的に南スラウェシ州に拠点を構え、州及び県のカウンターパー

ト、NGO とともに現場に密着した指導を行っていく予定。同時に、居住地域インフラ省にも

引き続きチーフアドバイザーの執務室を確保する。 
    中央レベルで計画されている各種セミナーなどの調整については、居住地域インフラ省に

派遣中の個別専門家「かんがい計画」からの支援を得つつ実施するなど。 
 
(2) 短期専門家 

    現地における研修、セミナーの講師などが中心となる予定。具体的内容はプロジェクト活

動を通じて確認する。 
 
(3) 供与機材 

プロジェクト開始に向けて、専門家及びカウンターパートの活動開始当初から必要となる

車両、OA 機器、流量観測資材、測量機器などを早期に供与する予定。詳細な機材計画は、

今後の検討により決定する。 
 
(4) ローカルコスト 

    プロジェクト専門家の活動に必要な日常的経費のほか、プロジェクト成果の普及を担当す

る研修、セミナーの開催費をインドネシア側の負担を最大限に考慮しつつ、部分的に現地適

用化事業費で負担する予定である。また、灌漑施設の改善を目的に、3 次、4 次水路のリハビ

リ、新設の費用を施設等整備費に計上することを計画している。なお、施設のリハビリ、新

設については土水路を対象に水利組合員の賦役（ゴトンロヨン）を主体に整備していくこと

から、設計、測量費のほかは建設に必要な簡易的な資機材、農民の参加をうながすための何

らかのインセンティブなどを負担することになる予定である。 
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(5) カウンターパート研修 
    カウンターパート研修に関しては、当面は中央レベル、地方レベルのカウンターパートの

キーパーソンを中心に実施していく予定である。研修内容としては、農民参加型水管理の先

駆的事例である日本の土地改良区の具体的な活動内容の視察などを予定している。そのほか、

水管理計画の策定手法や土地改良制度関係の研修を想定しているが、詳細な内容については

今後検討していくこととした。 
 
３－５ インドネシア側投入計画 

(1) 専門家執務室 
     専門家の日常の活動スペースとなる執務室は、南スラウェシ州水資源管理部内の一角に準

備されている。調査時にはいまだ改修が行われていなかったが、執務室のほか、ミーティン

グルームや書籍などの保管室も含まれており、専門家の活動に必要な十分な広さは確保され

ていた（130m²程度）。すでに改修の図面は引かれており、プロジェクト開始までには改修を

終える予定である。 
    このほか、県のカウンターパート機関の施設内にも専門家用のスペースが設けられる予定

になっている。複数の候補地が想定されているが、設置する機関が確定していないため調査

時点では場所は特定されていない。 
 
(2) その他 

    インドネシア側のカウンターパートの配置については「3－3 実施体制」に、予算措置に

ついては「4－2 予算措置」に記載した。 
  
３－６ 協力期間 

協力期間は、TSI による見積もりから 3 カ年間とした。活動内容が多岐にわたることや水利組

合強化という新たな課題への協力であることを考慮するとタイトなスケジュールではあるが、以

下の理由により 3 年間のプロジェクト期間が妥当と判断した。 
・すでに個別専門家が数次にわたり現地に足を運び、カウンターパートをはじめとする関係者

との調整を通じて協力体制が作られていること。 
・現地コンサルタントとの委託契約によるベースライン調査をすでに行っており、プロジェク

ト期間内での調査期間が短縮されること。 
・モデルエリアが約 300ha と比較的小規模であること。 
・数カ年にわたる JBIC 事業工事担当者や JOCV の活動により、日本の協力に対する農民側の協 

力体制が構築されていること。 
  
３－７ PDM 及び TSI 

 先方との協議結果を踏まえ、付属資料 1 のとおり PDM 及び TSI をミニッツの形式にて取りまと

め、署名した。 
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第４章 実施に当たっての留意事項 

 
４－１ 上位計画の動向 

世銀の支援により実施した WATSAL（水資源セクター構造調整融資）の結果を受けて、水資源 
法の改正が 2003 年 12 月現在国会で審議中である。WATSAL では、灌漑施設の管理責任に関し 1
次、2 次及び 3 次水路を農民組織へ移管することを想定しており、現行の大統領令 3 号（1999 年）

及び政令 77 号（2001 年）はその流れに沿った内容となっている。しかし、現在審議中の改正内

容では 1次、2次水路は地方政府に残し、3次水路のみを農民組織へ移管することを想定している。 
本技術協力プロジェクトは、3 次水路以下の農民参加型水管理モデルを構築するもので、水資 

源法の改正内容に直接は影響されないことを確認したが、同法の改正は今後の灌漑管理政策に大 
きく影響を与えるので、今後ともその動向を注視していく必要がある。 
水資源総局からの聞き取り結果に基づく灌漑施設の移管に関する現行法と新法の対比は下表の

通り。 
 

 項目 幹線水路 2 次水路 3 次水路 

施設移管 流域レベル水利組合 
連合 

水利組合 
連合 

水利組合 

運営維持管理 流域レベル水利組合 
連合 

水利組合 
連合 

水利組合 

現行法 

受益者による水利費徴収と支出 〇 〇 〇 

施設移管 中央・地方政府 中央・地方 
政府 

水利組合 

運営維持管理 中央・地方政府 中央・地方 
政府 

水利組合 

新法 

受益者による水利費徴収と支出

  
× × 〇 

 
なお、南スラウェシ州では現行の水資源法、大統領令、政令に基づいて灌漑管理移管を進めて 

おり、当面はそれらに基づき地方政府と WUA の役割分担をプロジェクト協力の中で検討してい

くこととした。 
 
４－２ 予算措置 

 本プロジェクトで実施される活動に係る各カウンターパート機関の予算措置は次のようになる

と考えられる。 

C/P 機関 プロジェクト活動・費目 予算措置 *１ 

州水資源管理局、州流域

管理事務所 
州提案プログラム費用、アドミニス

トレーション費用、物品調達費用等

の一部 
 

州のプログラム予算（APBD I: 
Regional Budget I） 
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PIRASS（南スラウェシ

灌漑湿地開発事務所） 
PIRASS 提案プログラム、3 次・4 水

路設計、3 次水路改修等費用の一部

国のプログラム予算（APBN）

県開発計画局 提案プログラム費用の一部 県のプログラム予算 
（APBD II） 

県水資源管理局 提案プログラム費用の一部 県のプログラム予算 
（APBD II） 

県食糧・園芸作物事務所 提案プログラム費用の一部 県のプログラム予算 
（APBD II） 

*1: 活動予算の一部を予算措置 
 
プロジェクト実施にあたり、中央政府（居住地域インフラ省水資源総局）及び地方政府（南ス

ラウェシ州、ゴワ県）の予算措置計画を確認した結果は以下とおりである。これによれば、計画

段階での 2004 年度のインドネシア側の負担額は中央、地方をあわせて 982 万 5,000 円となる見込

みである。（インドネシアの会計は単年度で 1 月から 12 月まで） 
 なお、確認した予算額は申請段階のものであり、実際の予算措置とは異なる可能性が大きいこ 

とに留意する必要がある。 
 

－３ プロジェクト活動における補足説明 

策定 
3 次水路ブロックである。 

るような方法、各分水地点の分

年 旅費 会議費 セミナー開催費
（年1-2回）

水利組合強化マ
ニュアル作成費

合計(Rps) 合計 (千円)

2003 25,000,000 20,000,000 0 0 45,000,000 587
2004 70,000,000 8,000,000 40,000,000 150,000,000 268,000,000 3,497
2005 80,000,000 10,000,000 45,000,000 165,000,000 300,000,000 3,915
2006 90,000,000 12,000,000 50,000,000 180,000,000 332,000,000 4,332
総計(Rps) 265,000,000 50,000,000 135,000,000 495,000,000 945,000,000 12,331

年 合計(Rps) 合計（千円）
2004 420,000,000 5,480
(国からの補
助) (275,000,000) (3,588)

　
ゴワ県

年 合計(Rps) 合計（千円）
2004 65,000,000 848
注：内訳は啓蒙普及費、会議費、機材費、モニタリング費。人件費は含まない。全額県予算。

居住地域インフラ省水資源総局

南スラウェシ州

（1US$=8200Rps=107円）

 人件費は含まない。

注：内訳はカウンターパート日当、事務室維持費、会議・研修費、内国旅費、事務所運営費、車両維持費。

 
４

４－３－１ 水管理 
(1) 水利調整計画の

 対象は、モデルエリアである

 内容は、ブロック内の上流、下流において均衡な配分とな

水の方法、圃場への取水の方法を検討し、各圃場や水路に均等に分水する調整計画を策定
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するものである。 
これには、干ばつ時 の輪番制や代掻き時期の調整、植えつけ時期の調整など営農との調整

 の参加による調整案の決定やモニタリング結果に基づく計

 
整の実施とモニタリング 

3 次水路において実際の流れを確認する。 
あ

 

 するうえで、流れの実態や各組合員の理解、計画の遵守、農民間の

 
(3) 関係者の合意に基づく配水計画の策定 

る 2 次水路とする。なお、この 2 次水路の取水を

 では決定できない 2 次水路レベルでの水管理、特に各 3 次水

 心に水配分などの計画を策定する。し

 

 らず、水配分で最も苦労している水路末端の農

 
4) 配水計画に基づいた水管理の運用とモニタリング 

を実現するためには農民や水利組合

 、必要に応じて水利

 
 

を図った水配分も含まれる。 
計画の作成にあたっては、農民

画の修正など、自主的な調整を促す。この活動を 3 次水路の管理者である水利組合の基幹

的活動として定着させる。 
 

(2) 水利調

 策定された水利調整計画について、現地の

 計画と実測を比較することで、適正な水利調整が行われているのかを評価する。乖離が

る場合は、地区内の水の過不足が解消されない場合の問題と解決策について検討する。 
関係者が調整計画を遵守しているのか、施設自体の不備、営農計画が適正なのかなどを検

討する。調整計画の見直し、3 次水路システムの改善、営農計画の改善などがこの活動に

関連して行われる。 
このような水利調整を

調整などを水利組合が自ら行うような方法が重要となる。 

 対象地区は、モデルエリアに直接関連す

適正にするため、幹線水路の配水計画についても必要に応じて助言をする。他の 2 次水路

についても水管理技術の普及、研修として、計画の策定を支援することもプロジェクトの

進捗に応じて想定される。 
本活動では、個々の水利組合

路ブロックへの配水計画を策定するものである。 
現在の計画では、水利組合連合を組織し、連合を中

かし、現状では、不法取水が行われ、水利組合間の計画の調整が十分に機能していない。 
本計画では、モデル地域での水利組合強化を通じて 2 次水路の水配分の重要性についても

理解を深め、県、農民組合など関係者の役割を明確にするとともに、計画的な水配分が行

われるよう関係者間で合意形成を図る。 
本アプローチは、県などの政府機関のみな

民（本件の場合、モデルエリアの農民が該当）がほかの農民を巻き込んで配水計画を作る

ことが重要な要素であり、このことは、水利組合連合の基本的な活動となるものである。 

(

 前述の水利調整の実施とモニタリングと同様に、計画

が実際の水配分を確認して自ら問題解決を図ることが重要である。 
上流の水利組合も参加し、2 次水路の適正な水配分を実現する。また

組合連合の活動も支援する。 
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４－３－２ 営農 

  ａ．モデルエリアで計画された作付パターンの実施面積 
所得向上に貢献するまでには相当

 では、代掻き用水の集中を避け、効率的な水利用を図るために作付

  ｂ．水稲の作付面積、収量 
発後の灌漑による水稲の作付けを、雨季 1 作から、雨季、乾季の

  ｃ．水稲以外の乾季作物の作付面積、収量 
ジャ（豆などの主要作物）を地区内の 40%で作

 
  (2) モデルエリアに適応した栽培技術の確立 

の事業計画で考えられている作付け、特定の地

 培体系

 を選定して、

(3) 営農支援体制（栽培技術指導、種子、農薬などの調達方法、ポストハーベスト）の強化 

 通業などほかのステー

 菜などの新規作物や新品種の

(1) PDM の指標 

 「農家所得」となっているが、水利組合の強化が農民の

程度の時間を要することが想定される。また、正確なデータが収集しにくいことから、上

記指標を提案する。 
現在の灌漑事業の計画

け時期を地区内で調整する計画となっている。このような代掻き、田植えの時期を地区内

で少しずつずらしながら営農を行う作付けパターンを計画し、その実施状況を活動評価の

指標とする。 

 本計画では、新規水源開

2 作に変更することを想定している。 

 本計画では、乾季の 3 作目で、パラウィ

付けするものとしている。これに対する進捗や、灌漑後に期待されている野菜など作物の

多様化と農業所得の向上についても評価する。 

 

 モデルエリアの活動としては、エリア全体

域の栽培体系を実施することと、そして、特定のデモンストレーションファームで野菜の

導入や新規の優良種子の導入など新たな取り組みを実施することが想定される。 
モデルエリア全体では、農業普及組織と連携して、水稲 2 作、畑作 1 作の作付け栽

を確立する。本活動は、効率的な水利用管理とも連動しており、農民の参加、農家の自主

的な作付けの調整などの手法を通じて水利組合活動にも資するものである。 
特定のデモンストレーションファームは、先進的な中核農家や優良品種の水稲

収量の増大や高規格の米の生産に取り組むことが期待される。また、野菜など作物の多様

化を通じて、生産性の向上、農家所得の向上を図る活動も実施する。 
 

 モデルエリアやデモンストレーションファームの活動を実施するうえでは、農業普及組織

への栽培技術指導などの支援が不可欠である。上記の活動を通じて支援体制を強化すると

ともに、農業資機材の投入や収穫後の加工、流通も重要な課題であり、これらの分野のス

テークホルダーとの協調や支援を強化することも不可欠である。 
モデルエリアでの全般的な営農支援体制として、農業普及組織や流

クホルダーと協調体制を構築するとともに、必要に応じて加工、貯蔵設備などの整備を農

民とステークホルダーの合意形成を図りながら検討する。 
デモンストレーションファームでは先進的な活動として、野

導入を図るとともに、営農を円滑に実施するようにマイクロクレジットなど農業資金の投

入や加工、流通についても各種の対策を実施し、中核農家の農業生産、農業所得向上の支
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援を行う予定である。 
 

４－３－３ 研修 
  中央レベルの研修にあたっては、無償資金協力で建設され、技術協力を実施したブカシ市の 

 
－４ プロジェクトエリアの状況 

 ェクトのモデルエリアを、「南スラウェシ州ゴワ県タナバンカ村を含む 3 次水路ブロ

   合は 5 つ、灌漑

jannang 2 次水路と Pammanse 2 次水路の両方に属する水利組合（水利組合連 
合

      モデルエリア概況 

3 次水路名 水利組合名 関係する村落 灌漑面積(ha) 

研修センターを利用する予定としている。今回の調査で研修施設の状況を確認したが、研修室 
や宿泊棟は良好に管理されており、使用にはまったく問題がない。ただし、中央レベル、地方 
レベルの研修対象者は今回の調査及びベースライン調査で確認できないため、プロジェクト開 
始までに個別専門家の活動の中で把握していくこととした。 

４

(1) 概況 
    プロジ

ック」と定義した。ただし、モデルエリアの配水計画の策定にあたっては、「モデルエリアを

含む 2 次水路掛かりの水利組合」を対象とする。それにあわせ、モデルエリアと類似の条件

を有する地区（ビリビリ灌漑区の中流域、タナバンカ村の近傍に位置し、3 次水路ブロック

の大きさがモデルエリアに近似する地区）を比較対照エリアに設定した。 
  プロジェクトエリアの概況とイメージ図は次のとおりである。対象水利組

面積は 288.5ha で 2002 年 8 月に結成された。対象水利組合は 5 村落にまたがっているが、ほ

とんどがタナバンカ村の受益地である。タナバンカ村は人口 2,683 人、世帯数 630 の規模の

村落である。5 つの水利組合のうち、2 つが Majannang 2 次水路に、3 つが Pammanse 2 次水路

に属している。 
配水計画は Ma
）を対象に行う予定である。各地区の詳細については、実施中のベースライン調査の結果

が判明し、より明確になることが期待される。 
 
 

2 次水路名 

M Kajannang olasa Tubajeng 

Tanagangk

g4ki 

Tangkeba

Borimatangka

67.6

Tangke Bajeng 

Tangbangka 

 

Pm4Ki Tuni Rannuang 75.9

Gentungan 

Tanagangka

Gentungan 

Tanagangka

Gentungan 

村落 

 

a 

M

lla 

sa

 Pm6ka Renggang 88.5

 

Pammase 

Pm6ki Binabbasa 56.5

合計 5 組合 5 288.5
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その他のエリアの概況 

モデルエリアを含む 2 次水路掛かりの水利組合 対照地区 
 
 

水路名 Majannang Pammase 計 Borongbodi 

灌漑面積(ha) 36 808 2472 3 50

3 次ブロック数 10 7 17 7

水利組合数 8 6 14 6

 

(2) モデルエリア

 

   

(3) 3 次水路・潅漑

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.23 分水工 

Majannang 2 次水

K

Tun

Tan

Pm4ki 水

 

 

    水利費につい

年に決定された

作付け計画、水

般規約、内部規

  詳細の情報に

 

   モデルエリア

て実施されてい

その内容は以

事業費負担

水路・施設の
モデルエリアを含む2次水路掛かりの水利組合
での水利組合活動 

施設の建設 

おり。 

プ

タナバン

路 Pa

olasa 

ebal

annuang 

 Pm6ka 3 次

Rengi R

gk ia 

路

次水路Mg4ki 3

ては、ゴワ県知事の

が、実際の徴収額は

路清掃、組合管理

約、備品リストなど

ついては、ベースラ

の 3 次水路・施設の

る。 
下のと

 ビリビリ

3 次水路ブ

ビリビリプ設計 
条例により 1 期 ha あたり 5 万ル

。 

JBIC ビリビリプロジェクト

ロジェクトが負担 
工事費 Rps 1

No.24 分水工 

カ村

mmanse 2 次水路 

水路 Pm6ki3 次水路

gang Binabbasa 

 

1 万 2 千から 1 万 5 千ルピアとな

に関する集会が開催されており、組

の文書が作成されている。 
イン調査により確認中である

建設は

ロック当たりの平均

ロジェクトが設計 
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Borongbodi 2 次水路
ピア

の

,000

っ

合

Bor5ka 3 次水路 

Sitallassi 
Bor5ki 3 次水路 

Anasappu 
と

パ

,00

比

て

で

することが 2002

イロット事業とし 

0/ha 

較対照地区

いる。年に数回、

は組合員名簿、一



建   設 NGO「プランギ」がプロジェクトのメインコントラクターから 
受注して実施。 
土水路の建設はプランギの指導のもと、WUA メンバーの賦役に 
より行われる。 
建設資材 (セメントなど) はプランギが供給。 
プランギから WUA メンバーに支払われる労賃は、WUA の基本 
財産として利用すべくプランギが保管している。その額は工事費 
の 8%程度である。 

 
工事の概要は次表のとおりである。 

3 次ブロック WUA 水路延長 構造物数 *1 

MG 4 ki Kolasa/Tangkeballa 1,297 m 4 

PM 4 ki Tuni Rannuang 1,860 m 5 

PM 6 ka Renggang 1,974 m 5 

PM 6 ki Binabbasa  653 m 2 

計  5,784 m 16 

*1 : tertiary box 他 
 
  (4) 営農状況 

現時点までのベースライン調査の結果によると、次の状況が確認されている。農家の土地

面積は平均 0.3ha 程度、稲作の収量は約 3t/ha である。 
   

作付け時期 作物 

雨期 12/1 月 ―  3/4 月 水稲 

乾期作 I 5/6 月 ―  8/9 月 水稲・畑作物

乾期作 II 8 月 ―   11 月 畑作物 

  畑作物は緑豆が主で、ほかに大豆・トウモロコシが作付けされる。 
 

市場（水稲） 農家余剰は乾燥籾、あるいは精米として集荷業者、またはロー 
カルマーケットで販売される。（ベースライン結果） 

種子の調達 自家生産米を種子として利用することが多い。（ベースライン 
調査項目） 

肥料等営農資材の調達 バジェンにある営農資材販売店（KIOSK）で購入。 

営農資材会社 Sang Yang Sri（国営）Maros に支所：種子の供給 
PTPertani（国営）マカッサルに支所：肥料・種子の供給 
PTPusri（国営）マカッサルに支所：肥料・種子の供給 
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(5) 栽培試験研究機関 
    栽培技術確立に連携可能な試験研究機関には、マロス県にある国立の農業試験・研究機関 

BPTP(Balai Penkajian Teknologi Pertanian, Maros / Maros Agriculture Technology Assessment  
Institute)がある。モデルエリアから比較的近く、連携しての栽培技術確立は可能と考えられ 
る。同機関はかつて水稲以外穀類の国立試験場として機能していたが、農業試験・研究機関 
の組織改革により BPTP に改組された。マロス県にはほかにも以下の南スラウェシ州農業機 
関が設置されている。 

- Food & Horticulture Crops Protection Center  
- Seed Certification & Supervision Center  
- Central Seed Farm for Paddy  

（県レベルには試験機関は設置されていない。） 
 

(6) 営農支援関連機関 
   ゴワ県の政府農業支援機関には、食糧・園芸作物事務所（Sungguminasa;県都）及び農業・

林業普及情報センター（KIPPK、バジェン郡）がある。 
    食糧・園芸作物事務所は 4 技術部局から成り、技術普及・種子生産・農業機械化・作物保

護・ポストハーベスト等の各種支援プログラムを実施する機関である。支援プログラムは県・

州予算によるものもあるが、国の予算による支援プログラムも実施されている。プログラム

の実施にあたっては KIPPK と共同のもと、普及員が動員されることが多い。 
なお、同事務所の Technical Implementation Unit として小規模な水稲種子農場がバジェン郡

に設置されている。同ユニットの技術レベルにはあまり期待できないと考えられ、州機関の

支援及び BPTP との連携が必要と判断される。 
    農業・林業普及情報センター（KIPPK）は 160 名の農業普及員を有する県の農業普及機関

であり、世銀の普及強化プロジェクトでバジェン郡に建設された事務所を本部として設置さ

れている。普及員は郡レベルに配置されている Rural Extension Center(BPP)に配属されており、

普及員は各村に配置されている。モデルエリアの位置するバジェン郡では 16 名の普及員が、

対象エリアの位置するボントノンボ郡には 14 名の普及員が BPP に配属されている。なお、

両 BPP は世銀プロジェクトにより建物のリハビリテーションと事務所備品などの供与を受け

ている。 
普及活動は世銀の T&V システムの下、農家グループを対象に実施されているが、普及活

動費の制限、普及員の能力（特に、ポストハーベスト・マーケティングについて）などの問

題があるものと考えられる。 
同センターは普及機関として本プロジェクトに重要な組織であり、十分な協調体制を確立 

することが必要である。 
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第５章 今後のスケジュールと手続き 

 
５－１ プロジェクト開始まで 

(1) ベースラインの確定 
    2004 年 1 月まで実施されたローカルコンサルタント委託によるベースライン調査の結果を 

取りまとめることで、プロジェクト開始前のベースラインを確定する。ローカルコンサルタ

ント委託調査でカバーできない事項については、今回の調査団で今後の調査計画を策定し、

個別専門家の活動やプロジェクト活動などを通じて引き続き確認を行うこととしている。 
  
(2) PDM の精査 

  1) モデルの定義づけ 
    本件ではプロジェクト目標で述べているように「モデルの確立」をめざすことになるが、

モデルの具体的な定義については、水利組合と地方政府の良好な信頼関係の下で①水利組合

が自主的に灌漑施設の運営、維持管理を行う、②地方政府が水利組合に対し適正な支援を行

うことが満たされた優良事例をさすことで、おおむね確認した。今後ベースラインが確定し、

プロジェクトが具体的な活動を始めた段階であらためて「モデル」の定義について再検討す

ることが望ましい。 
 
  2) 指標の確定 
    今回作成した PDM には調査時点で想定される指標を盛り込んだが、ベースラインが確定

した段階で項目の妥当性や具体的な数値について再度検討することが必要となる。特に、プ

ロジェクト目標の指標については検討が必要であるため、上記「モデルの定義づけ」とあわ

せて検討し、ほかの指標とともに PDM に反映する。 
 
 3）投入計画の作成 

    プロジェクトの開始に先立ち、2004 年度の投入計画を策定する。今回の調査では 2004 年

4 月からのプロジェクト活動開始にあたって当面必要となる機材について検討したが、その

ほかの投入要素（短期専門家、上記以外の供与機材、カウンターパート研修、ローカルコス

ト）については、今後詳細な投入計画を策定する必要がある。 
 

4）A フォームの取り付け 
    今回プロジェクトで必要となる投入に係る要請書（A フォーム）については、居住地域イ

ンフラ省からの指示に基づき南スラウェシ州 Dinas PSDA が原案を作成し、中央政府による

承認などを経て JICA に提出されることを確認した。2004 年 4 月のプロジェクト開始にあた

っては、長期専門家 4 名分の A1 フォームをはじめ、プロジェクト開始当初から必要となる

機材の A4 フォームを早急に取り付ける必要があるため、個別専門家を通じて速やかな提出

を働きかけることとした。 
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   5）Plan of Operation （PO）の策定 
    今回確定した活動内容に基づき、より詳細な活動項目と実施スケジュールを記載した PO

（Plan of Operation） を策定する。 
 
５－２ プロジェクト開始後 

（1）合同調整委員会の開催 
   プロジェクト開始後、(1)に述べた PDM の精査や、PO の作成が終了した段階で合同調整委 

員会を開催し、これらを確定する他、2004 年度の活動計画を確認する。 
 



 

 

 

付 属 資 料 

 

 

1．R/D、TSI（写）  

2．和文 PDM、TSI（投入バーチャートは除く）  

3．対処方針協議結果  

4．実施体制図  

5．カウンターパートリスト  

6．プロジェクトドキュメント（案） 
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Project Design Matrix (as of December 2003)     
案件名:インドネシア水利組合強化計画

実施期間：3年間

対象地区:南スラウェシ州ゴワ県の一部 2003年12月18日作成

対象グループ:水利組合及び水利組合強化に関わる地方政府、中央政府職員

上位目標 ※ 灌漑管理移転政策が維持される。

1 地方政府及び水利組合員の意識調査 質問票及びインタビュー

2 乾期作付面積 農家調査 ※ 水利組合強化のための予算、人員が確保される。

3 配水実績 流量観測結果

プロジェクト目標 ※

1 地方政府及び水利組合員の意識 質問票及びインタビュー

2 モデルテキスト プロジェクト活動記録

3 モデルエリアを視察した人数 プロジェクト活動記録

成果 ※ 生産物の価格、市場が安定している。

1 モデルエリアの水利組合の組織が強化される。 1-1 水利組合における集会及び賦役活動への出席者数 水利組合の帳簿 ※ 気象条件が安定している。

1-2 水利組合の水利費徴収率 水利組合の活動記録

2 モデルエリアにおいて、農地まで効率的に灌漑用水が配分される。 2-1 3次水路ブロックの水配分の計画値と実績値の比較 流量観測結果

2-2 水利組合による自主的な水利調整（ローテーション灌漑等） 水利組合の活動記録

3 モデルエリアの灌漑施設が適切に維持管理される。また、現地の実態にあわせて改善される。 3-1 水利組合による灌漑施設に対する計画的な維持管理活動の数と内容 水利組合の活動記録

3-2 水配分実態の評価に基づき、改善された灌漑施設の数 水利組合の活動記録

4 モデルエリアにおいて、灌漑用水の効率的利用に基づいた営農が行われれる。 4-1 モデルエリアにおける推奨作付パタ－ンによる作付面積 農家調査

4-2 モデルエリアにおける水稲の作物の作付面積、収量 農家調査

4-3 モデルエリアにおける乾期における水稲以外の作物の作付面積、収量 農家調査

5 地方政府職員及びその他の関係者が、水利組合に対し適正な指導を行うための知識・経験を修得する。 5-1 活動１～４の結果を反映した研修教材 プロジェクト活動記録

5-2 水利組合活動の支援関係者の研修受講者数 プロジェクト活動記録

活動 ※
カウンターパートが継続的に配置され、プロジェク
ト

組合組織強化 日本側 インドネシア側

 1-1 水利組合の活動状況の実態把握 1.専門家派遣 1. カウンターパート ※

 1-2 灌漑施設運用と維持管理に係る関係者（州、県、IWUAs、WUAs）の役割分担の確認及びモデルエリアでの合意

取付
長期専門家：４名 -プロジェクトダイレクター

 1-3 水利組合組織の運営改善 　‐ チーフアドバイザー／水利組合組織 - プロジェクトマネージャー

 1-4 水利組合の経理、財務管理の改善 　‐ 業務調査／研修 - 水利組合組織分野

 1-5 地方政府と水利組合間の連絡、調整の強化 　‐ 営農 - 水管理分野

 1-6 ビリビリ灌漑地区以外で行われている水利組合強化に関する活動の情報収集   ‐ 水管理／灌漑施設管理 - 灌漑施設分野

水管理適正化 短期専門家：必要に応じて - 営農分野

 2-1 水管理の実態把握 2. カウンターパート研修 - 研修分野

 2-2 モデルエリアのの水利調整計画の策定 3. 機材 2.専門家の執務室 ※

 2-3 モデルエリアの水利調整の実施とモニタリング 4.　ローカルコスト 3.研修に必要な資材

 2-4 現地に適合し、関係者（州、県、WUAs）の合意に基づく配水計画の策定 4.ローカルコスト

 2-5 配水計画に基づいた水管理の運用とモニタリング  (旅費等)
灌漑施設維持管理

 3-1 モデルエリア内の灌漑施設と維持管理活動の現状把握

 3-2 灌漑施設の改善・維持管理計画の作成

 3-3 計画に基づく維持管理活動の実施とモニタリング

 3-4 末端水路（３次～４次）の改善

営農

4-1 モデルエリアを含む周辺地域における営農実態（作付時期、作付作物、市場、種子・肥料の調達方法等）の把握

4-2 モデルエリアにおける現地に適応した栽培技術の確立

4-3 営農支援体制（栽培技術指導、種子・農薬の調達方法、ポストハーベスト）の強化

研修

5-1 活動１～４に基づく研修教材の作成

5-2 地方政府、中央政府関係者に対する研修の実施

5-3 水利組合幹部、農民リーダー、ＮＧＯを対象とした研修の実施

モデルエリアの二次水路まで灌漑用水が配水され
る。

入手手段 外部条件

前提条件

プロジェクトで得た知識、経験が研修によって広め
られる。

に精力的に取組む。

両国からの投入が、適当な時期に、適切に行われ
る。

投入

ビリビリ灌漑地区において、水利組合が地方政府による支援と協調を通じて活性化することにより、灌漑施設の適正な運用
及び管理が行われる。

モデルエリアにおいて、水利組合が地方政府による支援及び協調を通じて活性化することにより、灌漑施設の適正な運用
及び管理を行うモデルが確立される。

プロジェクト要約 指標

付属資料Ⅰ－2
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暫定実施計画

活動計画 Japanese Finacial Year (Apr. to Mar.)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1 組合組織強化

2 水管理適正化

3 灌漑施設維持管理

4 営農

5 研修

凡例

活動を実施する期間

メインの活動ではないが、引き続き情報収集等の活動を行う期間

3-1

5-2

5-3

3-2

3-4

5-1

4-1

4-2

4-3

2-5

1-1

1-2

1-3

2-2

2-3

2-4

2006

2-1

1-4

1-5

1-6

2004 2005

水利組合の活動状況の実態把握

水管理の実態把握

灌漑施設運用と維持管理に係る関係者（州、県、FWUAs、WUAs）
の役割分担確認及びモデルエリアでの合意取り付け

水利組合組織の運営改善

水利組合の経理、財務管理の改善

地方政府と水利組合間の連絡、調整の強化

ビリビリ灌漑地区以外で行われている水利組合強化に関する活動の
情報収集

末端水路（3次～4次）の改善

モデルエリアを含む周辺地域における営農実態（作付け時期、作付
け作物、市場、種子・肥料の調達方法等）の把握

モデルエリア水利調整計画の策定

モデルエリア水利調整の実施とモニタリング

配水計画に基づいた水管理の運用とモニタリング

現地に適合し、関係者（州、県、WUAs）の合意に基づく配水計画の
策定

水利組合幹部、農民リーダー、ＮＧＯを対象とした研修の実施

3-3 計画に基づく維持管理活動の実施とモニタリング

Items

モデルエリアにおける現地に適応した栽培技術の確立

営農支援体制（栽培技術指導、種子・農薬の調達方法、ポストハーベ
スト）の強化

活動1～4に基づく研修教材の作成

地方政府、中央政府関係者に対する研修の実施

モデルエリア内の灌漑施設と維持管理活動の現状把握

灌漑施設の改善・維持管理計画の作成
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2003.12.19

1 総括

今回の実施協議調査は、これまでの事前評価
調査の結果を踏まえ、プロジェクト実施の基
礎となるR/Dの署名、及びPDM、TSIの確
定、署名を目的とする。

現在実施中のローカルコンサルタントによる
現地調査の結果を踏まえ、上記内容の妥当性
を確認する。

先方政府との協議の結果、R/Dの署名、及び

ミニッツの形式にてPDM、TSIの確定、署名

を行った。R/D、PDM及びTSIの内容につい
ては軽微な修正を行った他は対処方針におい
て確認した内容から変更はない。

インドネシア側との協議し、基本方針に影響
を与えない範囲の修正は、調査団の範囲にて
対応する。

協議の結果確定したR/D及びPDM・TSIにつ

いて署名交換する。（PDM・TSIについて

は、M/Mに添付）

調査結果をプロジェクトドキュメント（案）
に取りまとめる。

プロジェクトドキュメント（案）については
今回調査の結果を踏まえ、前回事前評価調査
時に作成したものをベースに改訂作業を行う
予定。

2 プロジェクトの位置づけ
今回の協力の位置づけは以下のとおり。

比較的条件のよい地域で、地方政府職員によ
る支援を通じて水利組合が強化されるモデル
を確立

左記について、イ側と協議し、本件の位置づ
けについて確認する。

先方政府と本件の位置付、協力の概要、今後
の発展の方向性などを検討し、対処方針の内
容通りであることを確認した。

↓
モデルの展示
OJTによるC/Pの能力向上

↓
モデル確立のプロセスを普及可能な形に取り
まとめる

↓
モデル地域周辺への普及
全国レベルでの啓蒙活動（セミナー）

↓

次のステップ（上位目標）として、ビリビリ
灌漑地区へ面的な普及を図る一方、全国レベ
ルでの研修実施による成果の拡大を目指す。

「モデル」の内容については、水利組合と地
方政府の良好な信頼関係のもとで、①水利組
合が自主的に灌漑施設の運営、維持管理を行
う、②地方政府が水利組合に対し適正な支援
を行うことが満たされた優良事例のことを指
すことを確認した。

対処方針と協議結果
対処方針現状及び問題点等項目 協議結果

Ⅰ- ６３
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3 上位計画

世銀主導の支援の下で実施したWATASL
（水資源セクター構造調整ローン）の結果を
受けて、水資源法の改正に着手し、現在国会
で審議中。灌漑施設管理のデマケーションを
規定するものだが、2次水路の管理主体（国

or水利組合連合）等について、調整が難航し
ている。

本件は、3次水路以下の水管理に主眼を置い
たものであり、左記による影響は少ない。ま
た、水資源法が成立しない場合でも、本件に
よるモデル構築が、望ましい水管理体系を検
討するための材料となるものと判断される。

世銀の支援により実施したWATASL（水資
源セクター構造調整ローン）の結果を受け
て、水資源法の改正が12月現在国会で審議中

である。WATSALでは、灌漑施設の管理責
任に関し一次、二次及び三次水路を農民組織
へ移管することを想定しており、現行の大統
領令3号（1999年）及び政令77号（2001年）
はその流れに沿った内容となっている。しか
し、現在審議中の改正内容は灌漑施設の管理
責任に関し1次、2次水路は地方政府に残し、

3次水路を農民組織へ移管することを想定し
ている。

その他、関連法規、制度の整備状況や他ド
ナーの動向について。

協議や個別専門家を通じて当該分野に対する
イ側の長期的、短期的計画（戦略）を確認す
る。
必要があれば、関係機関を訪問し、インタ
ビューを行う。

地方政府とWUAの役割分担が現段階では明
確になっていない。

今回の調査(ローカルコンサルによる現地調

査 )で重点的に実態を把握する。

プロジェクトを実施する中で、「水利組合に
できること」「支援が必要なこと」を明確化
する。

南スラウェシ州では現行の水資源法、大統領
令、政令に基づいて灌漑管理移管を進めてお
り、当面はその内容に基づき地方政府と
WUAの役割分担をプロジェクトの協力の中
で検討していくこととした。

4 具体的協力内容

上位目標

ビリビリ灌漑地区において、水利組合が地方
政府による支援と協調を通じて、活性化する
ことにより灌漑施設の適正運用及び管理が行
われる。

変更なし

指標１ 地方政府及び水利組合員の意識
指標２ 乾期作付面積
指標３ 配水実績

プロジェクト目標

モデルエリアにおいて、水利組合が地方政府
による支援及び協調を通じて活性化すること
により、灌漑施設の適正な運用及び管理を行
うモデルが確立される。

変更なし

指標１ 水利組合員の意識
指標２ モデルテキストの作成
指標３ モデルエリアに視察した人数

対処方針現状及び問題点等項目 協議結果

本技術協力プロジェクトは、3次水路以下の
農民参加による水管理のモデルを構築するも
ので、水資源法の改正内容に直接は影響され
ないことを確認したが、同法の改正は今後の
灌漑管理政策に大きく影響を与えるものであ
ることから、今後ともその動向を注視してい
く必要がある。

変更なし。具体的な数量についてはプロジェ
クト協力の中で検討していくこととした。

変更なし。具体的な数量についてはプロジェ
クト協力の中で検討していくこととした。

ベースライン調査の結果で指標の妥当性を確
認。確認が不十分な場合は継続検討し、JCC
までに策定。

ベースライン調査の結果で指標の妥当性を確
認。確認が不十分な場合は継続検討し、ＪＣ
Ｃまでに策定。
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成果１
モデルエリアの水利組合の組織が強化され
る。

指標１-１ 水利組合の水利費徴収率

指標１-２ 水利組合における集会及び賦役活動への出席
者数

活動１－１ 水利組合の活動状況の実態把握
調査対象はモデルエリア以外も含む。モデル
エリア及びビリビリ灌漑区のベースライン結
果による現状を確認する。

対象はモデルエリアを含む2次水路掛かりの
水利組合。モデルエリア以外の現状確認は時
間が必要であるため今後の検討課題とする。

活動１－２
灌漑施設運用と維持管理に係る関係者（州、
県、IWUAs、WUAs）の役割分担の確認及び
モデルエリアでの合意取付

役割分担の確認はビリビリ全体。合意の取り
付けはモデルエリアのみ。

役割分担の確認はモデルエリアを含む2次水
路掛かりの水利組合。合意の取り付けはモデ
ルエリアのみ。

活動１－３ 水利組合組織の運営改善 詳細はPOで記載。
詳細はプロジェクト活動で確認し、結果をＰ
Ｏで記載する。

活動１－４ 水利組合の経理、財務管理の改善
現状の財務管理状況と改善点の概要を確認す
る。

ベースライン調査の結果を分析中。

活動１－５ 地方政府と水利組合間の連絡、調整の強化 具体的内容を検討の上、詳細はPOで記載。

地方政府に対する水利組合強化のための技術
支援、制度支援、営農支援を軸に、今後のプ
ロジェクト活動で確認し、結果をPOで記載
する。

活動１－６
ビリビリ灌漑地区以外で行われている水利組
合強化に関する活動の情報収集

最新の動向を確認する。

インドネシア側でほとんど実態を把握してい
ないことが判明したので、可能な範囲で今後
のプロジェクト活動の中で情報を収集してい
く。

成果２
モデルエリアの圃場において、末端まで効率
的に灌漑用水が配分される。

この成果が実現するための条件、3次水路の
整備状況などを確認し、プロジェクトでの対
応を検討する。

JBIC事業は2004年7月に完工予定。モデルエ

リアについてはJBICの資金により3次水路を
建設中。プロジェクト活動の中で実際の水管
理を通じ、施設の改修を住民参加により実施
していく。

指標２-１ ３次水路レベルの水配分の計画値と実績値の
比較

変更なし

指標２-２ 水利組合による自主的な水利調整（ローテー
ション灌漑を実施する。）

ベースライン調査に基づく水管理の実態と、
プロジェクトが導入する水管理を整理する。

ベースライン調査では実態把握が不十分な点
があると思われることから、今後のプロジェ
クト活動の中で実態を把握するとともに住民
主導による水管理計画の策定と実施を目指す
こととする。指標は妥当。

活動２-１ 水管理の実態把握 調査対象はカンピリスキーム。
対象はモデルエリアを含む2次水路掛かりの
水利組合。

活動２-２ モデルエリアのの水利調整計画の策定 当面地区はモデルエリアに限定。 対象はモデルエリアとする。

活動２-３ モデルエリアの水利調整の実施とモニタリン
グ

当面地区はモデルエリアに限定。 対象はモデルエリアとする。

活動２-４ 現地に適合し、関係者（州、県、WUAs）の
合意に基づく配水計画の策定

エリアの特定を現地調査で行う。カンピリス
キーム、もしくはその中間レベル。

対象はモデルエリアを含む2次水路掛かりの
水利組合とするが、必要に応じエリア以外の
配水計画に関する技術的アドバイスを行うこ
ととする。

活動２-５ 配水計画に基づいた水管理の運用とモニタリ
ング

同上 同上

項目 協議結果

指標としては妥当。現状の確認には時間を要
するため、プロジェクト活動や事前準備活動
の中で詳細を把握していくこととした。

ベースライン調査の結果で指標の妥当性を確
認。確認が不十分な場合は継続検討し、JCC
までに策定。

対処方針現状及び問題点等
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成果３
モデルエリアの灌漑施設が適切に維持管理さ
れる。また、現地の実態にあわせて改善され
る。

変更なし

指標３-１ 水利組合による灌漑施設に対する計画的な維
持管理活動の数と内容

指標３-２ 水配分実態の評価に基づき、改善された灌漑
施設の数

活動３-1 モデルエリア内の灌漑施設と維持管理活動の
現状把握

活動３-２ 灌漑施設の改善・維持管理計画の作成

活動３-３ 計画に基づく維持管理活動の実施とモニタリ
ング

活動３-４ 末端水路（3次～4次）の改善

成果４
モデルエリアにおいて、灌漑用水の効率的利
用に基づいた営農が行われれる。

現状の標準的な作付け体系、プロジェクトが
想定する作付け体系を整理する。

ベースライン調査結果を整理中。基本的には
最も望ましい状態として水稲2期作及び乾期

畑作1作を想定。

指標４-１ モデルエリアにおける農家所得

農家所得を指標として設定することは困難を
伴うため、「プロジェクトが推奨する作付計
画（を導入した農家数、作付面積）」に変更
する。

指標４-２ モデルエリアにおける水稲作物の作付面積、
収量

指標としては妥当。現状についてベースライ
ンサーベイ等を通じて継続的に把握すること
とする。

指標４-３ モデルエリアにおける乾期水稲以外の作物の
作付面積、収量

活動４-１
モデルエリアを含む周辺地域における営農実
態（作付時期、作付作物、市場、種子・肥料
の調達方法等）の把握

周辺地区とは最低限どこまでを指すのか、エ
リアの特定を現地調査で行う。

原則モデルエリアを対象。周辺は営農支援の
関係するところを必要に応じて調査する。

活動４-２ モデルエリアにおける現地に適応した栽培技
術の確立

専門家のカウンターパート、利用する試験
場、機材とその内容、対象とする技術を具体
的に確認する。

先進農家の庭先を借用して実証を行うことを
想定。試験内容は施肥、防除、種子等とな
る。必要機材等についてはプロジェクト活動
などを通じて確認する。

活動４-３ 営農支援体制（栽培技術指導、種子・農薬の
調達方法、ポストハーベスト）の強化

具体的内容、強化の方法を確認する。
先進農家による取り組みを中心に普及を図
る。具体的内容はプロジェクト活動などを通
じて確認する。

成果５
地方政府職員及びその他の関係者が、水利組
合に対し適正な指導うための知識・経験を修
得する。

想定されるターゲットグループ、対象者数と
裨益地区をプロジェクト期間内と以降の期間
で積算し、研修による波及効果を定量的に推
測、把握する。またそのために必要となる経
費を日本側とインドネシア側（国、州、県
別）に積算し、その負担可能性を先方政府と
協議する。

研修対象者数、階層、ニーズの把握は今後の
プロジェクト活動及びプロジェクト準備活動
の中で子細に検討していくこととする。現時
点で中央政府及び地方政府が検討している予
算措置の見込みを協議の中で確認した。

指標５-１ 活動１～４の結果を反映した研修教材 指標としては概ね妥当。

指標５-２ 水利組合活動の支援関係者の研修受講者数

活動５-１ 活動１～４に基づく研修教材の作成 変更なし

活動５-２ 地方政府、中央政府関係者に対する研修の実
施

活動５-３ 水利組合幹部、農民リーダー、NGOを対象
とした研修の実施

同上。加えて農民組織の実態と研修対象者を
確認する。

変更なし。農民組織の実態と研修対象者につ
いてはベースライン調査結果を解析中。

項目 協議結果

ベースライン調査の結果で指標の妥当性を確
認。確認が不十分な場合は継続検討し、JCC
までに策定。

ベースライン調査の結果で指標の妥当性を確
認。確認が不十分な場合は継続検討し、JCC
までに策定。

対処方針現状及び問題点等
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5 実施体制
（１）カウンターパート

別紙のとおり。
ダイレクター、マネージャー等の配置につい
て確認する。

協議において確認した。

（２）JCCメンバー

JCCメンバーは、内務省、農業省等の関連機
関を想定しているが、未確定。

個別専門家「水利組合強化」がメンバー構成
を検討しており、12/4に実施するイ側関係者
との会合で決定される予定。
この結果を踏まえ、R/Dに盛り込む。

協議において確認し、R/Dにて記載した。

（３）全国レベルのセミナー実施機関

モデルエリアでの活動と平行して、全国レベ
ルで水利組合強化に対する認知を深めるた
め、セミナーを開催予定。実施機関である
KIMPRASWILは研修機関（IESC）を擁する
が、これを利用できるという確認は取れてい
ない。（担当部局が異なる）

研修施設利用のため、研修担当部署と連携を
とるよう申し入れる。
確認が取れた段階で、C/PもしくはJCCメン
バーに入れる。

協議においてブカシの灌漑センターが研修実
施機関として活用が可能なことを確認し、
R/Dに記載した。同センターの所長も本件の
カウンターパートとなる。

KMPRASWILに派遣中の個別専門家「かんが
い計画」に、プロジェクトとの緊密な連携の
下、本件にかかるセミナーのアレンジ等に主
体的に関与するよう依頼。

KMPRASWILに派遣中の個別専門家「かんが
い計画」との連携について確認した。

５ 実施期間
2004年4月1日よりプロジェクトを開始予定。 開始時期について、イ側と確認する。 変更なし

６プロジェクト基本計画

日本側投入
モデルエリアの対象規模と協力内容から、長
期専門家3名を予定。

短期専門家、C/P研修、供与機材、現地業務
費については、関係者との協議により確定
し、帰国後来年度投入計画を作成。

今回協議結果を踏まえ、個別専門家「水利組
合強化」を中心に投入計画の検討、作成を行
うこととした。

インドネシア側投入

C/P配置

具体的な人員、所属先、氏名などについて確
認の上、名簿を作成。
あわせて、各人の勤務体系（常時、パート）
を確認する。

名簿を作成した。基本的に中央政府のカウン
ターパートはパートタイム、地方政府はフル
タイム及びパートタイムのカウンターパート
となる。

プロジェクト運営予算

インドネシア側の予算計上、執行の仕組みを
再確認する。
プロジェクト運営に割り当て可能な予算額を
中央レベル、地方レベルで確認のうえ、予算
計画表の作成を依頼する。

予算計上の見込みについて確認した。

施設・整備
専門家の執務室と付随する設備の確認を行
う。

南スラウェシ州庁舎内に専門家執務スペース
130㎡を確保。先方により改修工事が行われ
る予定。

対処方針現状及び問題点等項目 協議結果
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第１章 序説 

 

 インドネシア国（以下「イ」国）は、灌漑施設の維持管理のために政府が担ってきた財政負担の

軽減をめざすべく、1987年に灌漑システムの運営と維持管理を農民組織へ移管する政策を決定し
た。さらに、1999 年大統領令 No.3/1999「灌漑管理政策（Irrigation Management Policy Reform: 
IMPR/PKPI）」を発布し、積極的な農民参加のための灌漑管理制度の再構築、灌漑用水管理の水利
組織への移管、1 灌漑システム 1 管理の原則等の方針を打ち出した。しかし、灌漑システムの担
い手として設立された水利組合は、農民の側から積極的な活動を行うインセンティブを欠き、十

分に機能していないケースが多い。また、水利組合を支援する立場にある地方政府は、技術力を

有する人材の不足や、制度の未整備等の問題から活発なアプローチを行えない状況である。この

ような背景のもと、「イ」国政府より地方レベルの行政機関所属技術者及びモデルエリアの農民に

対し、水管理・灌漑施設管理技術等の巡回指導を中心とした水利組合の強化のための技術協力プ

ロジェクト「水利組合強化計画」の要請が行われた。 
 この要請を受け、JICAは 2002月 2月、2003年 3月の 2次にわたって短期調査団を派遣し、南
スラウェシ州ゴワ県をサイトとして、中央及び地方政府関係機関の能力強化を通じ、水利組合を

育成強化することを目的とした技術協力プロジェクトとして実施することを「イ」国側と確認し

た。これらを踏まえ、2003年 12月に実施協議調査団を派遣し、R/D（Record of Discussion：討議
議事録）署名のための協議を行った。 
本プロジェクト・ドキュメント(案)は、これまでの調査団の調査結果と「イ」国側との協議結果
をもとに作成されたものであり、プロジェクト実施の背景、対象開発課題とその現状、プロジェ

クト戦略、プロジェクトの基本計画及びその実施妥当性などについて記載したものである。 
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第２章 プロジェクト実施の背景 

 

２－１ 当該国の社会情勢等 

(1) 経済 

「イ」国の経済は 1997 年のアジア通貨危機以降、近年回復基調にあり、2000 年には全て
のセクターがプラス成長となった。 2002年の GDPは 1,610兆ルピア（約 1,900億ドル）で、
2001 年より 3.7%のプラス成長となった。農林水産業セクターGDP は約 331 億ドルで、全体
の 17.5%を占め、前年に比較して 1.7%の伸びを記録している。これは製造業の 25.0%に次ぐ
割合である。同セクターの就業人口は全就業人口の 44％程度と推定され、雇用機会の創出・
外貨獲得において産業構造上重要な役割を果たす一方で、GDPにおける成長は低位推移して
おり、米輸入の継続など多くの課題を抱えている。（出典：Statistical Year book of Indonesia 
2002）  

 

(2) 財政 

    2003年の国家予算では、歳出総額は 370兆 5,920億ルピア（約 436億ドル）で、歳入総額
を 336兆 1,550億ルピア（約 395億ドル）と計画している。歳入不足額の 34兆 4,360億ルピ
アは、国営企業の民営化、インドネシア銀行債権庁の資産売却等国内で約 22.5兆ルピア、外
国からの借款で約 12兆ルピアを調達するとしている。（出典：Statistical Year book of Indonesia 
2002）  

 

(3) 貧困 

    2002年現在の貧困者数は都市部 1,330万人、農村部 2,510万、全国 3,840万人で、全人口の
18.2%と推定されており、1999年の統計数、都市部 1,570 万人、農村部 3,270 万、全国 4,840
万人、全人口の 23.4%に比較して、全体で 1,000万人、比率で 5.2%の減少が報告されている。
政府が設定している 2002 年の貧困ラインは都市部で 13 万 500 ルピア、農村部で 9 万 6,500
ルピアである。貧困撲滅プログラムは 1993 年以来、着実に効果を上げているようにみえる。
貧困問題は都市と農漁村の所得格差の拡大、教育、栄養、医療サービス等の基本的ニーズに

対する低い充足率、基礎的インフラの未整備、及びこれらに起因する多大な貧困層の存在と

してとらえられる。（出典：Statistical Year book of Indonesia 2002）  
 

(4) 地方分権化 

    1999年に成立した地方分権化 2法が 2001年 1月より施行され、6年をかけて地方分権化の
定着を計画している。これにより、中央政府の機能は外交、国防・治安、司法、金融･財政、

宗教の 5 分野とマクロレベルの国家計画、開発管理政策、天然資源管理などに限定され、そ
れ以外の分野は県・市（地方）政府に権限が移管された。州政府の機能は、地方政府による

権限実施の監督とモニタリング等、中央政府と地方政府との調整が主体となり、地方政府は

州政府と並列的な関係となっている。 
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   地方政府の職務機能と財政的な負担は次のとおりとされている。 
- 地方政府がその責任で行う職務 (Decentralization Task)、必要な資金は地方政府が独自に
調達する。 

- 地方政府が中央省庁の出先事務所機能を州政府の調整のもとで代行する職務
(De-concentration Task)、必要な資金は中央省庁から配分されるが、職務遂行責任は地方
政府に属する。 

- 地方政府が行う中央政府や州政府の職務代行 (Co-administration)、必要な資金の配分義務
と代行職務の結果責任は中央政府・州政府に帰属する。 

 
   地方政府の財源は、中央政府から交付される均衡基金と特別分権補助金ならびに独自の税

収で構成されており、前者には使途制限のない一般交付金 (DAU) 、天然資源収入分配金、
使途が制限された特別交付金 (DAK) が含まれる。 

   地方分権化に伴い、中央から地方への公務員の転籍ならびに施設や公文書の移管が行われ、

2001年 9月までにほぼ完了した。地方に設置されていた数多くの中央政府の事務所が地方政
府の管轄に移り、約 201 万人の国家公務員が地方政府へ転籍した。公務員の転籍や、施設の
移管は比較的順調に進んだものの、各種事業の実施上の問題、州・県機関の連携・所掌分担

の問題、公務員の配置転換及びこれに伴う地方での余剰人員の発生等の様々な問題を生じて

いる。 
 

２－２ 対象セクター全体の状況 

(1) 農業 

    2001年の「イ」国（マルク、イリアンジャヤを除く）の耕地面積は 5,563万 ha (水田、菜
園／宅地、エステート、畑地、休耕地の計)で国土面積の約 38%を占める。1999年の統計と比
較すると、810万 haだった水田が 778万 haに減少し、891万 haであった林地が 1,010万 ha
に、513万 haであった菜園／宅地が 542万 haに増加している。 

 
土地利用面積（2001年現在、単位：1000ha） 

水田 菜園/宅地 畑地 ｴｽﾃｰﾄ 休耕地 草地 林地 水面 その他 合計 
7,780 5,416 13,177 19,910 9,342 2,165 10,100 646 76,206 144,742 

5% 4% 9% 14% 6% 1% 7% 0.4% 53% 100% 

出典：Statistical year book of Indonesia 2002（マルク、イリアンジャヤを除く） 
 
    次表に示すとおり、同国の主要食糧作物の年間生産量が最も大きいのは米であり、キャッ
サバ・トウモロコシが続く。 
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主要食糧作物年間生産量（2001年現在、単位 1000トン） 

年 米 大豆 トウモロコシ キャッサバ サツマイモ 

2002 51,379 546 9,527 16,750 1,765 

2001 50,461 827 9,347 17,055 1,749 

2000 51,899 1,018 9,677 16,089 1,828 

出典：Statistical year book of Indonesia 2002  
 
農業生産は生産者価格の低迷、政府助成金の打ち切りによる生産資材の高騰などの影響を受

け、収益性の確保が困難になってきている。主要作物（水稲、大豆、トウモロコシ、キャッサ

バ、サツマイモ等）の単収は次表に示すようにあまり変動がない。 
 

主要作物単収単位（トン/ha） 

年 水稲（籾） 大豆 トウモロコシ キャッサバ サツマイモ 
2002 4.7 1.2 3.1 13.2 10.3 

2001 4.6 1.2 2.8 12.9 9.7 

2000 4.6 1.2 2.8 12.5 9.4 

出典：Statistical year book of Indonesia 2002 
 
  インドネシアは中国、インドに次ぐ世界第 3位の米生産国であり、1984年に米の自給を達成
した。しかし、近年は年間の変動はあるが大きな米輸入国に転じており、1999年～2002年の平
均輸入量は 200万トンを上回る。 

 
米輸入量（単位 1000トン） 

年 1998 1999 2000 2001 2002 平均 

米 2,895 4,751 1,356 645 1,805 2,290 

出典：Statistical year book of Indonesia 2001 
 

(2) 農業生産基盤 

    農業生産基盤の主要施設は灌漑施設である。インドネシア政府は過去、食糧の自給達成を
目標に灌漑事業に力を入れてきた。1960年代より国際機関と各国ドナーの援助による灌漑施
設の建設が始まり、灌漑面積は 1976年以降に急激に拡大した。1982年には 360万 haであっ
たが、1999年には 503万 haに達した。全国の灌漑面積 503万 haの約 52%にあたる 261万 ha
がジャワ島に集中している。 
   ジャワ島では都市近郊で灌漑水田用地の他用途への転用が進んでおり、全国的にも州都付
近などの経済発展地域を中心に農地の転用がなされている。一方、灌漑面積の拡大は過去外

領を中心に進められており、1982年～1999年の灌漑面積増加は全体で 143万 ha となってい
る。 
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灌漑面積の推移（単位：1000ha） 

地域 1982年 1990年 82-90年の
増加 

1999年 90-99年の
増加 

ジャワ 2,500 2,536 36 2,605 69 

スラウェシ 248 497 249 607 110 

その他外領 852 1,415 563 1,820 405 

外領計 1,100 1,912 812 2,427 515 

合計 3,600 4,448 848 5,032 584 

出典：農水産業セクタープログラム開発計画調査報告書 
 
  「イ」国は灌漑施設の維持管理のために政府が担ってきた財政負担の軽減をめざすべく、1987
年に灌漑システムの運営と維持管理について国の政策を決定した。これは 500ha 未満の灌漑シ
ステムにおいて必要な施設改修を済ませたあと、受益者から徴収した水利費を財源に維持管理

を水利組合に移管する政策であった。 
  その後、1997年後半からの経済危機、1998年の政権交代などの影響もあり、州及び地方政府
では予算不足により、維持管理がなされず末端までの公平な水配分を困難にしている。水利費

の徴収率も低下し、水利組合の運営に支障をきたし、施設の機能を低下させている。指導体制

の不備、組織化率の低さなども水利組合の活動を停滞させる原因としてあげられる。 
 

２－３ 当該国政府の戦略 

(1) 食料・農業・水資源の開発 

「イ」国の国家開発基本方針は 5 年ごとに定められる国策大綱（GBHN）に示され、1999
年 10月に制定された国策大綱では、食料・農業に関して「食料安定システムの構築は、地域
の食料・原料資源、社会組織及び文化の多様性を基礎とし、農漁民の所得向上と生産の増大

に留意しつつ、合理的な価格で得られ、質量の両面での食料・栄養供給が約束されるように

行われるものとする」と定められている。 
    国策大綱に基づき 2000年 11月に策定された新国家開発計画（PROPENAS：2000-2004）で
は、優先分野として 5 分野を取り上げている。農業及び食料の開発は、優先分野「経済回復
と国民経済システムに立脚した持続的かつ公平な開発基盤の強化」で計画されている開発プ

ログラムの 1つ「国民基本ニーズの充足及び貧困克服」に位置づけられており、3つのサブ・
プログラム：i) アグリビジネス振興、ii) 食料自給率向上、iii) 潅漑開発・管理が定められて
いる。   
各サブ・プログラムで設定されている主要目標は以下のとおりである。 

 

アグリビジネス振興 

- 主要な農林水産物の生産性、質及び量の向上 
- 村落における雇用及びビジネス機会の増大 
- 農林水産業従事者の収入増加 
- 農業と村落開発における住民参加の促進及び民間投資の増大 
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食料自給率向上 

- 農林水産物の多様化及びその加工産物の供給と消費の拡大 
- 生産増大を通じた計画的な食料の供給、流通、消費の拡大をもたらすシステムの強化 
- 競争力のある食料関連産業の育成 
- 国民への食料の安定的供給と栄養改善 
 

灌漑開発・管理 

- 灌漑施設の維持管理のための中央・州・県・市の役割の再検討 
- 民間水管理組織の強化と水管理技術の向上 
- 民間水管理組織に対する灌漑施設利用権限の付与 
- 灌漑施設の利用料の再検討 
- 灌漑施設利用効率の向上及び沼沢地開墾を含め改修・拡張による農地の拡大 
- 貯水構造物の維持、改修及び建設 

 

(2) 灌漑管理政策と改正水資源法の要点 

    インドネシアの現行水資源法（法律 1974年第 11号）では「中央政府が開発・管理・許認
可・規制・決定等、地下水を除く水資源に関する全ての事項を所管する」と規定されている。

しかし、大統領令 1999年第 3号により、水資源・灌漑セクター管理制度の包括的改革が指示
され、国家開発企画庁（BAPPENAS）主導のもとに 2001年 6月に取りまとめられた改正水資
源法素案は、政府部内での検討・修正作業を経て、2002 年 10 月に政府原案として大統領か
ら国会へ上程されている。国家開発計画（PROPENAS）に定められた灌漑政策と改正水資源
法の要点は以下のとおりである。 

 

1) 国家開発計画に定められた灌漑管理政策 

    1997年の経済危機以降灌漑管理の農民移管を基本理念とした灌漑政策の展開が 
図られており、1999 年の大統領令第 3 号「灌漑管理政策改革（PKPI）」、2001 年政令 77 号
「灌漑」の施行等とともに、PROPENASにおいてもその基本理念が盛り込まれた。 

    灌漑に係る PROPENAS記載プログラムは、「水利システムの管理は住民組織による水管理
機関が州・県・市政府と共同して行い、水利権の確立により公平な水の配給体制を確保し、

適正な水利行政組織・機構を創出する」という目的で計画された「水利開発及び管理プログ

ラム」である。同プログラムの主要な目標は以下のとおりである。 
 
- 水利システムの管理決定権を住民組織による水管理機関に委譲するという原則に基づ
き、水利行政における中央及び州・県・市政府の任務と役割を再編する 

- 住民組織の水管理機関の組織力と水利行政・管理技術を増強・活性化し、水利行政に 
おけるより大きな権限を受け入れられるようにする 

- 住民組織の水管理機関に対する水利運営の権限委譲を民主的に促進する 
- 灌漑システムの管理（運営、維持、修復、改善）費用の調達方法の再編 
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- 農民の収入・福祉向上のため、灌漑システムの効果と効率の拡大、修復、拡張により 
農業、アグリビジネス、村落活動の促進ならびに食料供給の充足を図る 

 

    灌漑政策の改革に関連した法案・政令あるいは水資源セクター構造調整融資（WATSAL）
の概要は以下のとおりである。 

 
Irrigation O&M Policy and Irrigation Service Fee、1987年 
国家予算に依存した灌漑施設の維持管理と修復は、政府財政を圧迫するため、灌漑施設

維持管理政策を策定し、施設の維持管理責任を地方政府と水管理組織に移管し、受益者の

水利費負担による持続的な維持管理と効率的な運用を図る政策に転換。 
 
大統領令 1999年第 3号 
農民参加のための灌漑管理制度の再構築、灌漑用水管理の水利組合への移管手法、1灌
漑システムに 1管理の原則の下、1次水路及び 2次水路を水利組合連合による管理などの
方針が大統領令により打ち出された。その主要方針は： 

- 灌漑施設を管理する団体の任務と責任の見直し 
- 水利組合の育成 
- 灌漑施設管理の水利組合への移管 
- 灌漑水利費と灌漑管理経費の徴収 
- 持続的に利用可能な灌漑施設 

 
水資源セクター構造調整融資（WATSAL） 

2000年から 2003年、世界銀行の水資源セクター構造調整融資（WATSAL）による支援
のもと、水資源及び灌漑部門の管理における政策、制度、規則等法的及び組織的改革から

なる構造調整プログラムが以下の目的のもとに実施された。 
- 法制度の整備による、環境的、社会的に持続可能な水資源の効率的な開発及び管 
理の促進 

- 流域ごとの水資源管理のための組織、財務、管理のフレームワークの強化 
- 効果的な地域ごとの水質管理のための調整機関と実施方法の改良 
- 透明性のある灌漑サービス供与のための制度の確立や地方分権化での 
参加型開発の促進を通じた灌漑スキームのパフォーマンスの向上 

 
Government Regulation No.77/2001、Decree of Minister of Settlement and Regional  
Infrastructure (MOSRI)  

2001年、水利組合のいっそうの強化を目的として、行政区分と整合性のある組合結成 
のためのガイドラインを作成した。同時に、国家の財政負担を軽減するため、灌漑施設

の運営と維持管理責任を水利組合に移管する政策を講じた。 
この枠組みでは、ボトムアップ手法を基本とした参加型のアプローチを採用し、農民 

のエンパワーメントを行うことを規定している。その内容は基本的に PKPI に則したも
のとなっている。 
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      現在、水利組合の政府支援体制は、1999年に発布された地方分権法に基づき、国から州・
県への移行過渡期にある。分権後は内務省、居住・地域インフラ省、農業省が中央レベル

での業務調整を行う一方、水利組合に対する直接的な支援業務は原則として県レベルにす

べて統合され、一元的に実施されることになるものと考えられる。 
 

2) 改正水資源法の要点1 

      現行水資源法（法律 1974年第 11号）では「中央政府が開発・管理・許認可・規制・決 
定等、地下水を除く水資源に関する全ての事項を所管する」と規定されている。改正水資 
源法政府原案では灌漑管理政策の基本理念がこれまでの「行政の権限を水利組合に移管す 
ること (灌漑管理の農民への移管)」から「灌漑管理に網羅されるすべての活動に、意思決 
定から実施に至る各段階で農民の参加を求めること（参加型灌漑管理）」に改められており、

農民・水利組合の灌漑管理への積極的な参加とそれに伴う責務が規定されている。 
改正水資源法政府原案では灌漑管理の基本原則は以下のとおり定められている。 

- 中央・州・県政府がそれぞれの法的権限に従い、2 次水路までの灌漑基幹施設の建設
及び運営管理の責務を負い、各政府は受益者（水利組合）の参加を得て業務を遂行す

る 
- 灌漑管理に関する法的権限の範囲に関しては、単一の県・市に存在する灌漑スキーム
の管理権を当該県・市政府に、複数の県・市にまたがる灌漑スキームの管理権を当該

県・市政府の上位行政機関である州政府に、複数の州にまたがる灌漑スキームの管理

権を中央政府に、それぞれ帰属させる 
- 3 次水路の建設及び運営・維持管理作業は経費とともに受益者負担とし、行政側は必
要な技術支援を行う 

 
政府原案では以上のほか、水資源開発・管理に関する計画立案から設計、建設、運営・ 
維持、水質モニタリングに至るすべての段階に利害関係者の参加が奨励されており、農民 
の参加については次のように記述されている。 

- 個人あるいは団体の資格で、水を自由に使用する権利の農民への付与 
- 灌漑開発への農民の参加、あるいは必要性と能力に応じた農民自身による開発 
- 灌漑管理計画策定への農民の寄与 
- 維持管理実施への農民の参加 
- 行政による農民の活動強化のための教育訓練、研究開発、支援の実施 
- 農民による参加型灌漑管理実施のモニタリング 

 
以上のように改正水資源法の制定により、農民参加型灌漑管理政策が今後推進されること

となったため、現行の水資源法に則して過去に制定された灌漑に関する政令 2001年第 77号
等との整合性を図ることが必要となっている。また、米の安定供給の主要な阻害要因と考え 

 
 

                                         
1 出典：潅漑施設リハビリ計画調査、Draft Final Report, Dec. 2003 
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られる灌漑施設の量的・質的不足と粗放な施設の運営・維持管理を克服し、農民参加型灌漑

管理政策を推進させるためには、灌漑施設の計画的な修復、改修、開発のほか、農民及び政

府の水管理組織強化のため次の施策が必要となっている。 
- 農民組織レベル及び政府維持管理機関レベルでの水管理技術の改善と普及 
- 水利組合の育成・強化 
- 水利組合指導・施設維持管理等灌漑水管理に係る行政能力（特に県レベル）の強化 
 

２－４ 過去、現在に行われている政府、その他団体の対象分野関連事業 

(1) 世界銀行 

WATSAL:Water Sector Adjustment Loan(1999.5-2003.6)、BAPPENAS 
水資源セクターに関する政策、法制度の改革のための融資であり、水資源、灌漑分野に

おいて次の 4項目について整備を図る。 
- 持続可能な水資源の効率的な開発及び管理 
- 河川流域管理 
- 水質管理 
- 灌漑施設の効率改善（水利組合の設立、施設管理の移管、会計制度の見 
直し） 
 

JIWMP:Java Irrigation Improvement and Water Resources Management Project  
(1995.6-2002.12)、内務省、農業省 
中央ジャワ、西ジャワ、ジョグジャカルタにおいて、流域管理や水利組合の強化に関す

る以下のようなプログラムを実施する。 
- 水資源流域計画・管理 
- 灌漑施設のリハビリ及び水利組合への移管及び水利費 

 
WISMP:Project Preparation of Water Resources and Irrigation Sector Management  
Program (2003-2013)、BAPPENAS 

WATSAL、JIWMPで設立、整備された流域管理、灌漑管理制度を反映させ、改善を行う
ことを目的として計画されているプロジェクトであるが、「イ」政府との融資返済責任機関

についての合意が得られておらず実施には至っていない。実施地域は、流域管理 12州（南
スラウェシ含む）、灌漑管理 70県である。 

 
PKPI Program (Irrigation Management Policy Reform Program/Program  
Pembaharukan Kebijakan Pengelolaan Irigsi）、内務省・BAPPEDA （州・県） 

PKPIはオランダ政府無償協力資金を原資に、世界銀行の主導で実施されている水利施設
の水利組合への移管を定めた PP77/2001 を踏まえた事業である。当事業は、水利組合連合
体の設立・強化を主な目的としており、全国 14州で実施されている。南スラウェシ州では
ゴワ、ピンラングの両県がプロジェクト対象県に選定されており、2001年からプログラム
が実施されている。 PKPIは当初 2001年から 2003年の 3カ年の予定で始められたが、現
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在のところ 1カ年の期間延長が予定されている。 

 

(2) アジア開発銀行（ADB） 

FMIS:Farmer Managed Irrigation Systems Project (1995.9-2003.3)、MOSRI 
北、中央、南スラウェシ、西ジャワ、中央ジャワ、ジョグジャカルタにおいて、農民が

管理する灌漑施設の改修および灌漑システム管理改善の支援で、政府職員の訓練、水利組

合の設立などが含まれる。 
 

PISP:Participatory Irrigation Sector Project (Middle of 2003-Middle of 2010)、 
BAPPENAS 

WISMPと同様のスコープで実施される予定のプロジェクトで、ランポン、バンテン、西
ジャワ、中央ジャワ、東ジャワ、南スラウェシ州など 25県において、灌漑施設管理の移管
により、収量を増大させることを目的としている。主なコンポーネントは次の項目からな

る。 
- 灌漑管理（県職員の能力開発及び水利組合による灌漑システム運営の改善） 
- 水資源管理情報システムの改善・普及 

 
本プロジェクトもWISMPと同様に、「イ」政府との融資返済責任機関についての合意が
得られておらず実施には至っていない。 

 
(3) 国際協力銀行（JBIC） 

SSIMP:Small Scale Irrigation Management Project、MOSRI 
水資源・灌漑農業開発を促進し、農業生産を増大することによって農民の所得向上を図

り、地域格差是正と地域の安定に資することを目的とした事業で、水利組合の設立を事業

内容に含む。プロジェクトは第 1期から第 3期まで実施されている。 
- SSIMP-I (1990年 12月～1995年 9月) 東ヌサテンガラ(NTT)、 

西ヌサテンカラ(NTB) 
- SSIMP-II (1995年 10月～1998年) NTT、 NTB、 南スラウェシ、 
- SSIMP-III (1998年～2002年) 中部スラウェシ、南東スラウェシ、マルク 

 
PTSL-II:Project Type Sector Loan for Water Resources Development-II  
(2002-2006)、MOSRI 
スマトラ、ジャワ、カリマンタンにおける 19サブプロジェクトの灌漑施設の新設・リハ
ビリ及び水利組合を設立し、安定的で持続的な農業生産を図る。 

 
DISIMP:Decentralized Irrigation System Improvement Project (2003-2007)、MOSRI 
バリ、NTB、NTT、南スラウェシ、南東スラウェシ、中央スラウェシ、ゴロンタロ、北
スラウェシにおいて、27サブプロジェクトの灌漑施設の整備、地方政府職員の能力開発、
農民による水利組合の設立、維持管理等の参加型事業を展開する。 
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(4) 国際協力機構（JICA） 
Project for Training of Agricultural Extension Officers on Improvement for Farm  
Management (2004-2006)、農業省 

2004 年から 3 カ年の予定で実施される JICA の技術協力プロジェクト。農民組織化やマ
ーケティングといった新しい概念を取り入れた手法による農業普及員の訓練を目的として、

中央・県レベルで実施される。 
 

(5) 国連食糧農業機関（FAO） 

TCP: Technical Cooperation Project (16months) 
BAPPENASの水資源管理を担当する職員に対して、モニタリング・評価、財務管理・法
制度、ガイドライン整備等の支援を行う。 

 
FAO-Netherlands Trust Fund Project (2004-2,3 years) 
国家的水資源の枠組みの形成と灌漑セクター管理のプログラム。水資源、灌漑セクター

改善の支援、選択された州・流域・県へのフィードバック、モニタリングの支援を行う。 
 

SPFS: Special Program for Food Security (2001-2006) 
西ジャワ、リアウ、南カリマンタン、南スラウェシ(Jeneponto)、NTB の 5 州における農
民参加型の小規模農村開発で、食料安全保障の強化、農村経済の活性化、貧困の緩和を目

的とする。施設の改修ばかりでなく、末端水路、圃場の水管理を参加型で行い、灌漑技術

の改善・近代化を実現させる。 
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第３章 対象開発課題とその現状 

 

３－１ プロジェクト対象地区の概要 

プロジェクト実施地区であるモデルエリア及び周辺地区の概要は以下のとおりである。 

(1) 位置 

    プロジェクト対象地区は南スラウェシ州の州都マカッサル市（人口約 120 万人）の東南に
位置し、市から車で約 1時間の距離にあるゴワ県に位置する。モデルエリアはバジェン郡に、
比較対照地区はボントノンポ郡に位置し、ビリビリ灌漑プロジェクトに含まれる 3 灌漑スキ
ーム(ビリビリ・スキーム；2,360ha、カンピリ・スキーム；1 万 7,480ha 及びビスア・スキー
ム；3,850ha)の中のカンピリ・スキームの受益地である。 

 

(2) ビリビリ灌漑プロジェクトの概要 

    ビリビリ灌漑プロジェクト地区はジェネベラン川水系の平野部に位置し、前記 3 灌漑スキ
ームで構成され、全体の計画灌漑面積は 2万 3,690 haである。ビリビリ多目的ダムならびに
その直下に位置するビリビリ灌漑区内の用排水路整備、工事完了の 2004年以降は、灌漑区内
全域で雨期・乾期の米二毛作及び乾期後半の畑作物の通年三作（作付け率 240%）が可能とな
る予定である。地区内では、すでに約 300の水利組合及び 28の水利組合連合が設立されてい
る。モデルエリア・比較対照地区はカンピリ・スキームの中流域に位置する。 

 

(3) モデルエリア・比較対照地区 

    プロジェクト実施対象のモデルエリアはカンピリ・スキーム Pammase 2次水路掛かりの 3
次ブロック 3区（Pm.4 ki、Pm.6 ki、Pm.6 kaの計 240 ha）とMajannang 2次水路掛かりの 3
次ブロック 1区（Mg.4 ki 67 ha）、計 4区（307 ha）からなり、比較対照地区は Borongbodi 2
次水路掛かりの 2区（Bor.5 ki、Bor.5 kaの計 165 ha）の 3次ブロックが選定された。それら
の概要は次表のとおりである。 

 
 

プロジェクト実施地区・関連地区 

対象・関連地区 
3次 

ブロック数 
水田面積

(ha) 

Pammase 2次ブロック モデルエリア 3 240 
 地区外 4 96 

計  7 336 

Majannang 2次ブロック モデルエリア 1 67 
 地区外 9 405 

計  10 472 

モデルエリア計  4 307 
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Borongbodi2次ブロック 比較対照地区 2 165 

 地区外 5 337 

計  7 502 
 

(4) 社会経済 

    モデルエリアはバジェン郡の郡都である Limbung町の南西部に位置し、関係する村落はタ
ナバン村のほかに、Tubajeng、Tangke Bajeng、Bormatangkasa及び Gentunganの各村である。 

      比較対照地区はボントノンポ郡の郡都である Pamallaengの西方にある Bontobiraeng Selatan
村と Kale Barembeng村に位置する。モデルエリア各村落の概要は次表のとおりである。 

 
モデルエリアに関係する村落の概要 

村落名 面積 
(km2) 

人口 
（2001年） 

世帯数 人口密度  
(人/km2) 

Borimatangkasa 3.12 2,525 585 809 
TangkeBajeng 6.35 2,817 668 444 
Gentungan 3.30 4,117 983 1,247 
Tanabangka 2.40 2,683 630 1,118 
出典：Kecamatan Bajeng Dalam Angka, 2001 

 
  モデルエリア及び比較対照地区の概要は以下のとおりである。 
 

モデルエリア 3次ブロックの概要 
2次水路 3次水路 水利組合名 関係する村落 面積 

(ha) 
圃場

数 
Pammase PM6 ka Renggang Tanabangka、Gentungan 89 604 

 PM6 ki Binabbasa Tanabangka、Gentungan 116 535 

Majannang MG4 ki Kolasa Tubajeng 67 350 
  Tangkeballa Tanabangka、 

Borimatangkasa 
  

 PM4 ki Tuni 
Rannuang 

Tangke Bajeng、Tanabangka 
Gentungan 

35 n.a 

合計 4 ﾌﾞﾛｯｸ 5組合 5村落 307 1,489 

 
比較対照地区 3次ブロックの概要 

Borongbodi Bor5 ka Sitallassi Kale Barembeng 73 n.a. 

 Bor5 ki Anasappu Bontobiraeng Selatan 92 n.a. 

合計 2 ﾌﾞﾛｯｸ 2 組合 2 村 165 n.a. 

 
(5) 灌漑・灌漑施設 
モデルエリア及び同エリアが属する 2次ブロックからなるプロジェクト関連地区、及び比
較対照地区のビリビリ灌漑プロジェクト完了後の灌漑施設整備状況は次のとおりである。 
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灌漑施設の状況 
  灌漑 3次  

対象・関連地区 水路延長 ブロック

数 
構造物数 

Pammase 2次ﾌﾞﾛｯｸ 2次 3,490 m 7 11 Pammase 
モデルエリア モデルエリア 3次 4,487 m 3 12 

Majannang 2次ﾌﾞﾛｯｸ 2次 3,970 m 10  Majannang 
モデルエリア モデルエリア 3次 1,297 m 1 4 

モデルエリア計  3次 5,784 m 4 16 

Borongbodi 2次ﾌﾞﾛｯｸ 2次 5,986 m 7 9 比較対照地区 

比較対照地区 3次 4,123 m 2 9 

注：構造物 2次水路 --- ゲート、3次水路 --- tertiary box 
 
モデルエリアは 2004年 5月（一部分水工を除きすでに完了）、比較対照地区は 2003年 12
月にプロジェクトが完了または完了する予定である。 
   プロジェクト関連の 2次水路ブロック Pammase地区とMajannang地区の 2002年～2003年
の灌漑実績（作付け率）は県水資源管理事務所のモニタリング結果に基づき次表のように推

定される。 
 

    関連 2次水路ブロックの推定灌漑実績(作付率 2002年～2003年) 

2次ブロック 作物 雨期作 乾期作 I 乾期作 II 年間 

水稲   100   56  0  155 Pammase及び 
Majannang 畑作物   (0)   (44)  (56)  (100) 

出典：ゴワ県水資源管理事務所 

 

   また、県水資源管理事務所バジェン支所のモニタリング結果に基づくモデルエリアの 2002
年、2003年の灌漑実績（水稲作付率）は、次表に示すように Pammaseモデルエリアで 159%、
Majannangモデルエリアで 150%、モデルエリア全体で 158%と推定される。 

 

モデルエリアにおける推定灌漑実績(水稲作付率 2002～2003作物年) 

モデルエリア 作物 雨期作 乾期作 I 乾期作 II 年間 

Pammase地区 *1 水稲   100   59   0   159 

Majannang地区 水稲   100   50   0   150 

モデルエリア計*1    100   58   0   158 

*1: 一部地区外を含む 
 

(6) 水管理組織 

プロジェクト関連地区では、 2次水路施設の維持管理を担当する政府組織として県水資源
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管理事務所のバジェン支所（モデルエリア）及びボントノンポ支所（比較対照地区）が設置

されている。主要業務は支所管轄内の 2 次水路の維持管理・3 次水路への配水・水利組合の
指導・水利費（retribution）の徴収等であり、2～3 カ所の 2 次水路ブロックごとにゲートキ
ーパーグループを配置し業務を実施する体制となっている。 

     農民の水管理・維持管理組織として、モデルエリアでは 3次水路レベルの水利組合（WUA）
が 5組合、モデルエリア関連 2次水路では 2次水路レベルの水利組合連合（FWUA）が 1組
合設立されている。また、比較対照地区では 2 水利組合が、2 次水路レベルの水利組合連合
（FWUA）が 1組合設立されている。その概要は次表のとおりである。 

 
モデルエリアの水利組合の概要（組合連合：Sirannuang） 

水利組合名 3次水路 組合長名 加盟者数 
Kolasa Mg 4 ki Bachtiar Dg. Situju 40 

Tangkeballa Mg 4 ki Hatubba Dg. Nai 40 

Tuni Rannuang  PM4 ki Daud Unjung 130 

Renggang PM6 ka Achmad Dg. Sijaya n.a. 

Binabbasa PM6 ki Nambung Dg. Nai 272 

 
比較対照地区水利組合の概要（組合連合：Paraikatte） 

Sitallassi Bor5 ka n.a. 260 

Anasappu Bor5 ki n.a. 200 

 

(7) 農業 

    関連郡の農業土地利用は次表の通り、農地面積に占める灌漑水田の割合がバジェン郡 49%、
ボントノンボ郡 77%で、関連郡はジェンベラン川下流域沖積地に形成された水田地帯である。 

 
関連郡の農業土地利用 

 バジェン郡 ボントノンボ郡 モデルエリア 

利用区分 ha % ha % ha % 

灌漑水田 3,321 40 3,150 46 307 100 

天水田 714 9 2,150 31 - - 

畑地 3,827 46 1,425 21 - - 

その他 442 5 138 2 - - 

計 8,304 100 6,863 100 307 100 

出典：Penggunaan Lahan dan Alat-alat Pertanian kab. Gowa, 2001, BPS Gowa 
 
    ベースライン調査で明らかにされたモデルエリア・比較対照地区の水利組合員の水田所
有・経営形態は次のとおりである。 
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モデルエリア・比較対照地区の水利組合員平均水田所有・経営形態 *1 
 モデルエリア 比較対照地区 

 範囲 平均 範囲 平均 
経営形態 (ha) (ha) (ha) (ha) 

自作地 0 - 3.00 0.25 0.04 - 1.50 0.32 

金納小作地 0 - 5.00 0.09 0 - 0.18 0.002 

物納小作地 0 - 1.50 0.02 - 0 

所有規模 0 - 5.25 0.36 0.04 - 1.50 0.32 

*1: 暫定的な推定値 
 
    表に示したように、モデルエリアの組合員平均の水田所有規模は 0.36 ha、比較対照地区の
組合員平均の水田所有規模は 0.32haに限られている。聴き取り調査結果によれば、地区内で
の農業労働者数（土地なし農家）は少なく、農繁期に雇用される農業労働者の多くは他地域

から来るとのことなので、地区内組合員を含む全農家平均の水田所有規模はさらに小さくな

るものと推定される。 
    モデルエリア及び対照地区とも灌漑条件に差はあるもののすべて灌漑水田であり、その主
要作物は水稲である。標準的な作付け体系は灌漑条件が良好な圃場では水稲(雨期) 水稲(乾
期 I) -畑作物(乾期 II)、灌漑条件が不良な圃場では水稲-畑作物-休閑である。県水資源管理事
務所のモニタリング結果によれば、2002年～2003年作物年のモデルエリアでの年間作付け率
は 258%（水稲 158%、畑作物 100%）と推定される。作付けされる乾期の畑作物は緑豆、大
豆、落花生、トウモロコシ等である。 

 

３－２ 対象プロジェクトと開発問題の現状 

 本プロジェクトの対象開発課題は水利組合強化、灌漑水管理改善・管理機関強化、灌漑施設の 
整備・維持管理改善と灌漑水を利用した営農活動であり、それら灌漑・営農の 2つの面から対象 
開発問題の現状を分析することとする。 
 

(1) 水利組合、灌漑水管理・管理機関、灌漑施設・維持管理の現状と問題点 

    実施協議調査団の調査結果及びベースライン調査結果から抽出された、本プロジェクトで
対象とすべき水利組合、灌漑水管理・水管理機関、灌漑施設の現状と問題点は次のとおりで

ある。 

水利組合 

モデルエリアで設立されている 5 組合の組織の現状についてはベースライン調査で調査
されているが、プロジェクト初期に組合の活動状況・組織としての確立程度を評価する指

標を設定し（現在の水利組合評価指標は必ずしも実態を現していない）、同調査結果の解析、 
指標関連データ・情報の補足収集（必要があれば）と確認を行ない、ベースラインの状態 
を明らかとする必要がある。ベースライン調査では以下の項目が不明である。 
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- 当初設立年月（政府主導で導入・設立された組織と考えられる） 
-  P3A（水利組合）会員資格、組合の組織率、会員資格を有する農家数等 
- 全農家の実態（3次ブロック別の農家数・土地所有実態・水田経営実態等） 
 

また、水利組合強化に係る問題点は以下のとおりである。 
- モデルエリアでは現在灌漑施設の整備を行っている段階であり、水利組合としての
活動は限られている 

- ビリビリ・プロジェクトにより NGOを通して水利組合の組織化支援・活性化活動が
実施されている。しかし、水利組合に対する指導・支援が期待されている NGO が
有する水管理の技術的な能力は限られている 

- モデルエリアでは 3 次水路の整備がされておらず（現在ビリビリ・プロジェクトで
整備中）、農民・水利組合に灌漑施設の適正な運用と管理についての知識・技術・経

験がない 
 

プロジェクトでの組合強化活動の実施にあたっては、各組合の現状・問題点・ニーズ・

ポテンシャル等に対応した、個別のアプローチが必要になると考えられる。 
 

灌漑水管理・水管理機関 

ベースライン調査（ドラフト時点）では水管理の実態・問題点が明らかにされていない。 
プロジェクト準備・初期段階に水管理の実態・問題点の把握とプロジェクトでの対応策の

検討を行う必要がある。モデルエリアを管轄する（2次水路レベルでの水管理と 3次水路へ
の分水）政府水管理機関は県水資源管理事務所とそのバジェン支所であるが、水管理の実

際はバジェン支所で行われている。しかし、バジェン支所灌漑施設の適正な運用と管理に

ついての知識・技術レベル・経験は限られているため、プロジェクト活動の実施において

は、県レベル職員のみならず支所レベル職員の資質・能力強化に十分な対応が必要となる。 
 

灌漑施設 

モデルエリアでの灌漑施設の整備は、3 次水路まではビリビリ・プロジェクトで実施さ
れ、4 次水路の整備は同プロジェクトの指導下に農民自身が行うように計画されている。
地区では水田 1 筆の面積が極端に小さいため、末端まで配水できるように水路網を配置す
るには相当の試行錯誤を要するものと考えられる。 
プロジェクトの実施については、計画段階から農民・水利組合に参加してもらったうえ

で施設改善・維持管理計画を策定した上で、着手する必要がある。 
 

(2) 営農の現状と問題点 

    実施協議調査団の調査結果及びベースライン調査結果から明らかにされたプロジェクト対
象地域の営農と現状の問題点は次のとおりである。 
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作付け体系・作付け面積 

本プロジェクトの対象地域における経営規模が 0.3 ha程度と極端に小さいこともあり、
水稲二期作と畑作物あるいは水稲と畑作物の作付け体系が導入されており、年間作付け率

は高く 200%を超えている。しかし、畑作物の栽培の多くは水稲跡地の残余土壌水分を利用
したものであり、灌漑作付け率（水稲）は 160%程度と推定される（県水資源管理事務所の
モニタリング結果）。ビリビリ・プロジェクトの計画作付け率は 240%（水稲 200%、灌漑畑
作物 40%）であるが、灌漑施設整備が完了すると、本プロジェクトでも計画作付け率を可
能とする水が供給される予定である。現況の作付け率から判断すると、計画作付け率の達

成は早期に実現可能であると考えられるが、畑作物への灌漑導入が本プロジェクトの課題

となる。 
本プロジェクトでの重要な課題となる小規模農家の農業所得向上策として、灌漑畑作技

術の開発を行い、乾期 I、II作に高付加価値作物（チリー、ロンボク、その他野菜）あるい
は高収量品種（hybrid maize）導入の可能性を検討すべきである。ただし、高付加価値作物
の選定にあたってはゴワ県山地部の野菜生産地あるいは他の灌漑地区（Sadangスキーム等）
での生産動向及び対象作物の需要動向を調査する必要がある。乾期の灌漑による作期の調

節により、山地部との生産調整あるいは断食明けの高需要期（チリー、ロンボク）をめざ

した生産時期の調節が可能となることも考えられる。 
 

水稲生産 

水稲の収量レベル（比較対照地区で 3.7 t/ha程度）は、州・県の水準に比べ低い水準にあ
る。施肥水準は、普及技術レベルあるいは州・県の水準に比べ低水準にあるようであるが、

耕種法の詳細な調査に基づく問題点の解明と現地の条件に適応した栽培技術の確立・普及

が必要となる。 
 

畑作物生産 
畑作物の栽培は、水稲跡地の残余土壌水分と天水を利用して行われており、灌漑畑作の

導入は限られている。本プロジェクトにおける畑作物生産の主要な課題は、灌漑技術の開

発と導入及び需要動向・収益性を考慮した作物選定にあると考えられる。なお、乾期第 1
作目は収穫見込みが低いにもかかわらず米作志向が強いのは、換金畑作物の価格の不安定

さが原因であると考えられる。 
 

収穫後処理・農産物の流通 
収穫後処理・農産物の流通の問題については、現状を十分に把握したうえで問題の原因・

要因を解明し、プロジェクトでの対応を検討すべきである。 

 

農業普及 
普及員の実施する普及サービスには、普及活動予算の制限、普及員の能力不足（特に畑

作灌漑技術、ポストハーベスト関連技術・知識）、食料作物・園芸サービス事務所と普及情

報センター間の連携・共同体制不備等の問題点があるものと考えられる。また、ベースラ
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イン調査結果によれば、農民の普及員に対する認識はかなり低いようである。バジェン郡

に設置されている農業・林業普及情報センターはプロジェクト実施地区での農業普及事業

の実施機関であり、プロジェクト実施にあたって県の食料・園芸作物事務所と普及情報セ

ンターの連携を制度化し、普及強化体制を早期に確立する必要がある。 
 
その他 
県の食料・園芸作物事務所の技術レベルは十分とは考えられず、次の対応が必要である。 

- 支援プログラムの計画・実施に対する州農業機関の支援を図ること 
- 技術開発プログラム（畑作物灌漑）の実施はマロス県の BPTPとの連携 
の下に計画的に実施すること 

 
３－３ プロジェクト実施・関連機関 

中央政府・州政府・県政府関連機関及び NGO等、プロジェクト実施にあたって連携・協力の 
確立が必要となると考えられる機関・組織は付属資料 8. 図 1.プロジェクト実施体制概要図に示す
とおりであり、それら機関・組織の概要は以下のとおりである。 
 

(1) 中央政府関連機関 

    中央レベルのプロジェクト関連機関は、中央カウンターパート機関である水資源総局と同
総局で水管理・水利組合の制度関連事項の担当部局である水資源管理局、水利組合に対する

技術的指導事項の担当部局である技術指導局、ビリビリ・プロジェクトを管轄する東部水資

源局及び本プロジェクトの成果の普及に関係する灌漑技術センターとなる。 
    カウンターパート機関として本プロジェクトに参画はしていないが、農業省及び内務省は

JCC （Joint Coordinating Committee）を構成する中央政府機関である。両省は居住・地域イン
フラ省とともに灌漑水管理の改善に係る業務を分担して所掌する機関であり、内務省は地方

自治総局及び地方開発総局が州政府・県政府と共同して水管理制度・組織面の指導を行って

いる。 
   また、圃場レベルでの水管理に関する技術指導の担当部局である農業省農業施設総局水管

理局、マロス県に設置されている国立の農業研究・技術開発機関、BPTP（Balai Penkajian 
Teknologi Pertanian, Maros/Maros Agriculture Technology Assessment Institute）、ゴワ県の中央農業
機械化研修センター(Central Agriculture Mechanization Training Center)は本プロジェクト実施に
あたって連携・協力の確立が必要となると考えられる機関である。 

 

(2) 州政府関連機関 

    州レベルのプロジェクト関連機関は、州レベルのカウンターパート機関である水資源管理
局、同局ジェネベラン流域水資源管理事務所、南スラウェシ州灌漑・湿地開発事務所（PIRASS、
東部水資源局の同州開発事務所）、PKPI プログラムの州レベル実施機関である州開発計画局
である。これら機関の本プロジェクトにおける所掌分担は付属資料 7. 表 1.州・県レベル機関
の水利組合強化計画に係る所掌分担に示した。 

     これら機関のほか、州食料・園芸作物局は県の農業関連事務所に対する技術指導・支援及
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び州内での種子生産・検査・検定を担当しており、プロジェクト実施にあたって連携・協力

の確立が必要となると考えられる機関である。 
 

(3) 県政府関連機関 

    県レベルのプロジェクト関連機関は、県レベルのカウンターパート機関である水資源管理
事務所、食料・園芸作物事務所、PKPIプログラムの県レベル実施機関である県開発計画局で
ある。これら機関の本プロジェクトにおける所掌分担は別添資料表 1に示した。 

    これら機関のほか、バジェン郡に設置されている農業・林業普及情報センターはプロジェ
クト実施地区での農業普及事業の実施機関であり、プロジェクト実施にあたって連携・協力

の確立が不可欠な機関である。同センターの本プロジェクトにおける所掌分担は付属資料表

1に示した。 
 

(4) その他関連機関・協力組織 

   プロジェクト実施にあたって連携・協力が可能と考えられるその他の関連機関・協力組織

としては以下の大学及び NGOがあげられる。 
 

連携・協力対象の大学・NGO 

組織名/所在地 活動状況 

Hasanuddin University、マカッサル ベースライン調査実施機関 
 ゴワ県 Irrigation Commission member 

Lembaga Pelangi (NGO)、マカッサル タナバンカ村で子供の栄養改善・女性のエン
パワーメント関連プログラムを実施中 

 モデルエリアでの 3次水路建設業務 
 草の根無償資金事業実施（2001年） 
 ベースライン調査支援 

Yapsdamdes (NGO)、マカッサル ビリビリ・プロジェクトでの水利組合設立支

援・活性化 
 ゴワ県 Irrigation Commission member 
 ベースライン調査支援 

LSIC、マカッサル ベースライン調査支援 

 

(5) 留意事項 

    改正水資源法の制定に伴い、灌漑施設の維持管理責任の所在が PKPI関連政令・省令公布時
点と大きく異なることになる。それに関連した実施機関に係る留意点は以下のとおりである。 

- 改正水資源法の制定に伴い、過去に公布された PKPI関連政令・省令の見直しと修正ある
いは新政令・省令が発布される見通しである。それに伴い、カウンターパート機関の所

掌分担に変更が出る可能性がある。しかし、その確定にはかなりの時間を要するものと

考えられる。このような状況に対応できるような実施体制を確立する必要がある 
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- プロジェクト実施にあたっては多岐にわたる関連機関間の協力・連携が不可欠となるが、
中央行政各機関間、州機関と県機関あるいは県機関内での協力・連携が十分に確立され

ていないと考えられる。現状の把握と分析のうえ、協力・連携を促進する際の問題点を

整理し、事前に対応策を検討しておく必要がある 
- 大学・NGO等協力機関・組織の選定にあたってはその能力を十分に把握のうえ、適材適
所の協力・連携方策を探るべきである 
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第４章  プロジェクト戦略 

 

４－１ プロジェクトの位置づけ 

 本プロジェクト対象地域の水利組合強化と、それにより実現する灌漑施設の適正な運用と管理 

を目的とした本プロジェクトの位置づけは以下のとおりである。 

 

① 本件は、2001年に実施された開発調査「水利組合移管促進計画調査」で提案されたアクシ 
ョンプランを実施するための技術協力との位置づけであること。しかし、改正水資源法で定め

られている農民参加型灌漑管理政策を念頭において実施すること。 
 

② 開発調査では、アクションプランにしたがって灌漑地区でのパイロット事業を実施すること

を提言しているが、本プロジェクトはその提言に沿ってモデルエリア 1地区において水利組合
育成強化のためのモデル展示活動、人材育成、各種マニュアル等の整備を行うことを想定して

いること。 

 

③ 本プロジェクトは地方政府職員及び水利組合・農民がモデルエリアで活動を行い、その成果

を中央政府が取りまとめ、全国へ普及する枠組みとなること。 

 

④ さらに中央政府では、水資源総局長のもと水利組合の制度関連事項に関しては水資源総局水

資源管理局、水利組合に対する技術的指導事項に関しては技術指導局がカウンターパートとな

ること。 
 
以上のことを要約すれば本プロジェクトの位置づけは次の 2点に整理される。 

 

① 本プロジェクトは開発調査の結果を踏まえて実施される 

② 中央政府の関与を確保しつつ、協力の拠点は地方に置くこととする 

 

４－２ 全体戦略 

現在実施されている世界銀行、アジア開発銀行（ADB）の支援は、NGO などを介して直接受
益者である農民にアプローチする方法を取っており、政府職員は各種打合せには参加するものの、

実際の水利組合育成の活動にはほとんど参画していない。したがって、支援期間が終われば NGO
が活動するために必要なドナーからの資金的支援も終了する。この考え方は、一度水利組合の活

動が軌道にのれば、その後の活動は水利組合自身の手で良好に運営・維持管理がされていくとい

う前提に立ったものと考えられる。 
 このような手法は効果的、効率的な手法ではあるものの、政府職員の人材育成がほとんど考慮

されていないため、ある特定地域の成果がほかの地域に普及していく、または水利組合が何らか

の問題に直面したときに政府側からの技術的支援を行うことが困難であるという現状を改善する

までには至っていない。したがって、本プロジェクトでは、水利組合の強化と並行して、現場レ
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ベルで水利組合への指導・支援の実施主体として位置づけられる県職員にその手法を技術移転す

ることを基本的な考え方とする。国及び州職員に対しては、それぞれの役割に応じ、セミナーや

研修を中心とした人材育成、普及を通した取り組みを行うものとする。 
以上の理解のもとに、本プロジェクトの基本的な協力の方向性は、「モデルエリアにおいて水利

組合育成強化のための取り組みをカウンターパートが主体となって実施し、水利組合育成強化の

ための組織面・技術面の改善と実践の方法論を整理・確立する」こととする。専門家の業務は、

現場で県のカウンターパートの活動を支援する形となるが、現場での活動の成果が州レベル、国

レベルに波及していくために、現場での活動に州、国の職員を関与させ、机上の計画立案手法を

実際の現場に適用可能な形にすることである。国・州レベルでの活動は、セミナーや研修を中心

とした人材育成・普及への取り組みとなる。現場での活動では、水利組合の育成・強化に関する

組織的な側面と水管理の技術的な側面を車の両輪として実施していく必要があり、対象となる地

区の抱える問題点の量・質に対応した両面的な解決を図るものとする。 
協力を通じて現場で得られる成果は、他地域の水利組合に共通に適用できるもの、対象地域の

特殊性によるものがあり、普遍性のある技術・手法の確立には多くの事例を帰納的に取りまとめ

ることが必要となる。したがって、本プロジェクトでは、全国的に適用可能なガイドライン等の

策定をめざすのではなく、現場での活動を通じて得られる経験・成果をもとにした、水利組合強

化の優良モデルの確立、水利組合育成強化の事例、マニュアル・モデルテキストの作成と人材の

育成が主たる成果となると考えられる。 
 

４－３ プロジェクト戦略 

対象プロジェクトと開発問題の現状で記述したように、開発対象地区（モデルエリア）におけ 

る水管理・水管理組織の現状は以下のように要約される。 

‐ モデルエリアでは現在、灌漑施設の整備を行っている段階であり水利組合としての活動は
限られている 

‐ ビリビリ・プロジェクトにより、NGO を通して水利組合の組織化支援・活性化活動が実
施されている。水利組合に対する指導・支援が期待されている NGOが有する水管理の技
術的な能力は限られており、政府水管理機関の活動も限られている 

‐ モデルエリアでは 3次水路の整備がされておらず（現在ビリビリ・プロジェクトで整備中）、
農民・水利組合に灌漑施設の適正な運用と管理についての知識・技術・経験がない。また、

4次水路の建設は農民・水利組合の負担で実施する計画となっているが、いまだに着手さ
れていない 

‐ モデルエリアを管轄する政府水管理機関は県水資源管理事務所とバジェン支所であるが、

水管理の実際はバジェン支所で行われている。支所職員の灌漑施設の適正な運用と管理に

ついての知識・技術レベル・経験は限られている 

 

以上のような問題を整理・解決し、水利組合の強化、自立化を図ることがプロジェクト実施上 

の課題であり、プロジェクト実施の戦略として次図のアプローチを採用するものとする。 
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比較的条件のよい地域で、地方政府職員による支援を

通じて水利組合が強化されるモデルを確立 

  ↓  

 モデルの展示 OJTによる C/Pの能力向上 

  ↓  

 モデル確立のプロセスを普及可能な形に取りまとめる 

  ↓  

 

 

モデルエリア周辺への普及 
全国レベルでの啓蒙活動（セミナー） 

  ↓  

 

 

 

次のステップ（上位目標）として、ビリビリ灌漑地区

へ面的な普及を図る一方、全国レベルでの研修実施に

よる成果の拡大をめざす。 

 

 

４－４ モデルエリアの位置づけ 

全体戦略で述べたように、モデルエリアで得られた成果だけで全国に普遍的に適用できるマニ

ュアルが策定できるものではない。より良いマニュアル策定のためには、数多くのプロジェクト

から情報を収集することが必要である。本プロジェクトの限られた期間内に普遍的に使用できる

マニュアルを作成するのは難しいので、対象地区を優良モデル地区として確立し、ほかの地域に

も共通して適応できるものをその中から見いだすことが重要である。また、これらをもとに開催

される研修・セミナーを中央、地方政府職員、水利組合の代表者等に伝えることが重要である。 

これらの関係を示すと、次の図のとおりである。 
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４－５ 本プロジェクトの活動範囲 

本プロジェクトの活動は、水利組合の育成という組織面と水管理技術という技術面からのアプ 
ローチが必要である。本プロジェクトではモデルエリアの 5水利組合を主対象に活動を実施し、 
モデルの確立を行うが、活動の基本となる水管理（水配分）を公平に行うためには、上流から下 
流までの灌漑システム全体を把握する必要がある。 
したがって、対象水利組合以外の水利組合及び水利組合連合を含んだ活動にも留意する必要が

ある。 
 モデルエリア改善のイメージを下図で示したとおり、対象は末端の水利組合であっても、対象 
地区への水配分には灌漑システム全体を考慮する必要がある。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

水源 

配水計画の不備 

不適切なゲート操作 

堆砂による通水 

阻害 
過取水 

水不足 無効放流 

水管理が不適切 

水源 

適切な配水計画 

適切な施設操作 

適切な維持管理 

水管理が適切 

適正な水配分 

プロジェクトサイト（モデルの展示） 

 
成果（マニュアル） 情報／調整 

南スラウェシ 

周辺地区 

ジャカルタ 

視察 

情報／教訓 

研修・セミナー 

全国に普及 MOSRI 

州・県水資源管理 

関係部局 

州・県水資源管理 

関係部局 

水利組合強化計画 
1．現状調査 
2．組合組織の強化 
3．水管理 
4．施設維持管理 
5．営農 
6．マニュアル等作成 
7．政府関係者及び農民に対する研修 
8．水利組合強化関連事業との連携 

個別専門家 

短期専門家 

関係省

庁 

研修・セミナー 
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第５章 プロジェクトの基本計画 

 

５－１ プロジェクト目標 

本プロジェクトの目標を、「モデルエリアにおいて、水利組合が地方政府による支援及び協調を 
通じて活性化されることにより、灌漑施設の適正な運用及び管理を行うモデル2が確立される」こ 
ととする。 
 本件技術協力は、前述したように、「モデルエリアにおいて水利組合育成強化のための取り組み 
をカウンターパートが主体となって実施し、水利組合育成強化のための組織面・技術面の改善と 
その実践のための方法論を整理・確立すること」を協力の基本的な方向性とすることが適当であ 
ると考えられる。ここでいうカウンターパートとは、県、州及び国の政府職員であるが、モデル 
エリアにおいて直接農民に対し働きかけを行うのは県職員であり、州政府職員は州全体の企画・ 
総合調整、国の職員は全国規模の企画・総合調整を行うこととなる。 
 現場での専門家の業務は、主体となる県のカウンターパートの活動を支援する形となるが、現 
場での活動の成果を州レベル、国レベルに波及させるため、セミナーや研修を中心とした人材育 
成及び普及への取り組みを計画することとする。 
 プロジェクトの目標である「モデルエリアにおいて灌漑施設の適正な運用及び管理を行うモデ 
ルが確立される」の指標としては、i) 地方政府及び水利組合員の水管理、灌漑施設管理、双方の 
協力体制等に関する意識、ii) モデルテキストの汎用性及び iii) モデルエリアを視察した人数、を 
想定しているが、具体的な目標の設定はプロジェクト実施段階での検討課題となる。 
 

５－２ 上位目標 

本プロジェクトの上位目標は「ビリビリ灌漑地区において、水利組合が地方政府による支援と

協調を通じて活性化されることにより、灌漑施設の適正な運用及び管理が行われる」こととする。 

本プロジェクトの長期的な目的は、プロジェクトで確立される灌漑施設の適正な運用及び管理

を行うモデルの周辺地域をはじめとする他地域への波及であり、ビリビリ灌漑地区における水利

組合の強化と灌漑施設の適正な運用及び管理の定着を上位目標として設定する。 

上位目標達成の指標としては、地方政府及びビリビリ灌漑地区の水利組合員の意識と同地区で

の乾期作付け面積及び配水実績が考えられるが、ベースライン調査の結果・地区の現況把握に基

づいて指標の妥当性を検討する必要がある。 

 

５－３ 成果と活動 

プロジェクト目標を達成するための「成果」を以下の 5項目とする。 
① モデルエリアの水利組合の組織が強化される 
② モデルエリアの圃場において、末端まで効率的に灌漑用水が配分される 
③ モデルエリアの灌漑施設が適切に維持管理される。また、現地の実態にあわせて改善

                                         
2
モデルとは、①水利組合が自主的に灌漑施設の運営、維持管理を行う、②地方政府が水利組合に対し適正な支援を行う、③水

利組合と地方政府が良好な信頼関係を築くなどが満たされた優良事例のことをさす。 
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される 

④ モデルエリアにおいて、灌漑用水の効率的利用に基づいた営農が行われる 
⑤ 地方政府職員及びその他の関係者が、水利組合に対し適正な指導を行うための知識・
経験を修得する 

上記「成果」の達成に必要な「活動」を以下に示す。 

 

(1) 成果 1 「モデルエリアの水利組合の組織が強化される」を達成するための活動 
モデルエリアでは水利組合がすでに設立されているが、灌漑施設の整備が完了していない

こともあり、期待される組合としての水管理、施設の運用・維持における活動は限られてい

る。プロジェクト目標である灌漑施設の適正な運用及び管理を担うこととなる水利組合強化

に対するプロジェクトの対応は、i) 水利組合の活動状況の実態把握、ii) 灌漑施設運用と維持
管理に係る関係者（州、県、FWUAs、WUAs）の役割分担の確認及びモデルエリアでの合意
取り付け、iii) 水利組合組織の運営改善、iv) 水利組合の経理、財務管理の改善、v) 地方政
府と水利組合間の連絡、調整の強化、vi) ビリビリ灌漑地区以外で行われている水利組合強化
に関する活動の情報収集、を総合的に進める活動計画とする。 

     成果 1の指標は次のとおりである。 

①水利組合の水利費徴収率 

②水利組合における集会及び賦役活動への出席者数 

 

(2) 成果 2 「モデルエリアの圃場において、末端まで効率的に灌漑用水が配分される」 
を達成するための活動 
モデルエリアでの適正な灌漑水管理・配分の導入を目標としたプロジェクトの対応は、水

管理の実態把握とそれに基づいた水利調整計画の策定と実施、配水計画の策定と運用、とし

て計画する。成果達成を目標として計画する活動は、i) 水管理の実態把握、ii) モデルエリア
の水利調整計画の策定、iii) モデルエリアの水利調整の実施とモニタリング、iv) 現地に適合
し、関係者（州、県、WUAs）の合意に基づく配水計画の策定、v) 配水計画に基づいた水管
理の運用とモニタリングである。 
成果 2の指標は次のとおりである。 

①3次水路レベルの水配分の計画値と実績値の比較 
②水利組合による自主的な水利調整（ローテーション灌漑を実施する） 

 

(3) 成果 3 「モデルエリアの灌漑施設が適切に維持管理される。また、現地の実態にあわせて
改善される」を達成するための活動 

成果達成のために、施設・維持管理活動の現状把握、3次・4次水路の改善を含む施設・維
持管理改善計画の作成及び改善計画の実施を計画する。具体的な活動の内容は、i) モデルエ
リア内の灌漑施設と維持管理活動の現状把握、ii) 灌漑施設の改善・維持管理計画の作成、iii) 
計画に基づく維持管理活動の実施とモニタリング、iv)末端水路（3 次～4 次）の改善、であ
る。 
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成果 3の指標は次のとおりである。 
①水利組合による灌漑施設に対する計画的な維持管理活動の数と内容 

②水配分実態の評価に基づき、改善された灌漑施設の数 

 

(4) 成果 4 「モデルエリアにおいて、灌漑用水の効率的利用に基づいた営農が行われる」 
を達成するための活動 

モデルエリアは既存の灌漑地区であるが、3 次水路等圃場水路の整備がされておらず、灌
漑水の効率的な利用に基づく営農が実施されているとは言えない。プロジェクトで実施され

る圃場施設の改善と並行して技術開発を含む営農支援活動を導入し、成果の達成を図る。灌

漑営農改善を目標とした具体的活動として、i) モデルエリアを含む周辺地域における営農実
態（作付け時期、作付け作物、市場、種子・肥料の調達方法等）の把握、ii) モデルエリアに
おける現地に適応した栽培技術の確立、iii) 営農支援体制（栽培技術指導、種子・農薬の調
達方法、ポストハーベスト）の強化、を計画する。 

     成果 4の指標は次のとおりである。 
①モデルエリアにおける農家所得 

②モデルエリアにおける水稲の作付け面積、収量 

③モデルエリアにおける乾期での水稲以外の作物作付け面積、収量 

 

(5) 成果 5「地方政府職員及びその他の関係者が、水利組合に対し適正な指導を行うための知
識・経験を修得する」を達成するための活動 
モデルエリアにおける成果・経験の他地域への波及を目標とする活動の計画にあたっては、

当地での活動を通じて得られる成果には、他地域の水利組合に適用できるものとそうでない

ものがあることに留意する必要がある。したがって、本プロジェクトでは、全国的に適用可

能なガイドライン等の策定をめざすのではなく、現場での活動を通じて得られる経験・成果

に基づくマニュアル・モデルテキストの作成と人材の育成が主な活動となる。成果 5 の達成
を目標と（して計画）する活動は、i) 前述(1)～(4)の活動に基づく研修教材の作成、ii) 地方
政府、中央政府関係者に対する研修の実施、iii) 水利組合幹部、農民リーダー、NGOを対象
とした研修の実施、などとする。 

   成果 5の指標は次のとおりである。 
①前述(1)～(4)の活動の結果を反映した研修教材 
②水利組合活動の支援関係者の研修受講者数 

 

「活動」の実施スケジュールは付属資料 2.「活動計画」（案）に示す。この「活動計画」（案）
はプロジェクト準備・初期段階に詳細に検討・見直しを行い、必要な場合には修正・追加するも

のとする。 
 

５－４ 活動の実施戦略 

本プロジェクトの実施期間は 3年間であり、各活動の実施スケジュールは付属資料 2.「活動計
画」（案）に示すとおり、モデルエリア・関連地域における開発課題の現況の詳細な把握に始まり、 
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各活動が相互に関連した形で実施されることとなる。プロジェクト活動の実施スケジュールの概

要は以下のとおりである。 
 

1 組合組織強化

2 水管理適正化

3 灌漑施設維持管理

4 営農

5 研修

灌漑施設と維持管理活動の現状把握

他地域での水利組合強化に関する情報収集

水管理の実態把握

水管理の適正化活動

2004 2005

水利組合の活動状況の実態把握

水利組合組織強化活動

活動１～４に基づく研修教材の作成

研修の実施

活動

活動の実施戦略

スケジュール

維持管理改善・適正化活動

モデルエリア・周辺地域における営農実態把握

営農改善活動

2006

  

 

また、活動の実施にあたっての留意事項は以下のとおりである。 

- 計画段階から農民参加型による自主性の育成を図ること 

- モデル地域における組織強化活動の担い手（県職員）への支援と水管理技術の向上 

- 農民参加型による灌漑施設維持管理技術の向上 

- 地区での実際の活動（水利組合組織の強化、水管理、施設維持管理、営農）は、現状把握

後に組合内規や灌漑計画を作成し、それを運用することになる。運用することによって生

じる問題やその解決方法を再度計画に反映する 

- 研修者は当該地区の対象者以外の地区からも参加できるよう設定する。また、他地区の情

報は積極的に入手し、水利組合強化にあたって地域の特殊性に起因するものと汎用性があ

るものを分類する際の基礎とする 

 

５－５ カウンターパート組織・先方政府からのコミットメント 

本プロジェクトは、中央レベルのカウンターパート機関水資源総局と調整委員会（JCC: Joint 
Coordinating Committee）メンバーである内務省・農業省の指導・支援のもと、州・県レベルのカ
ウンターパート機関が主体となって実施することになる。 
中央レベルにおいては、灌漑・水管理の技術面については水資源総局、組織面は内務省、営農 
面は農業省が指導・支援の主導的役割を果たすことになる。また、中央及び地方レベル関連機関 
からなる調整委員会を設置し、プロジェクトに係る関連機関の調整を図る体制になっている。 
 州・県レベルでは水資源管理、地域開発計画、農業担当部局がカウンターパート機関として、 
カウンターパートの配置とプロジェクト事務所の設置への協力を約束している。また、プロジェ 
クト予算などの先方政府の投入についてもミニッツで合意した。 
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５－６ 投入 

(1) 日本側の投入 

日本側の投入としては、i) 長期専門家の派遣、ii) 短期専門家の派遣、iii) 機材供与、iv) 関
連活動に関する費用の負担及び v) カウンターパートの日本への研修が予定されている。 

1）長期専門家の派遣 

    長期専門家として、チーフ・アドバイザー（水利組合強化）、業務調整・研修、営農、水

管理・灌漑施設管理の 4名の派遣を行う。 
 

2）短期専門家の派遣 

    特定の専門技術に関する支援が必要と判断された場合は、その分野に係わる短期専門家の 

派遣を行う。 

 

3）機材供与 

    長期・短期派遣専門家の協力活動に直接的に必要な範囲において、必要機材の供与を行う。

計画されている機材は以下のとおりである。 

‐ 水利組合強化、適正な水管理、灌漑施設の管理、営農支援、研修活動用の機材 
‐ 他の必要な機材・材料等 
 

4）関連活動に関する費用負担 

      本件技術プロジェクトでは、日本側の負担として部分的な末端水路整備の整備費、研修費、

事務経費等が予定される。 

 

5）カウンターパートの日本への研修派遣 

      カウンターパートの、日本への研修が効果的であると判断された場合には、若干名の日本

国内研修を実施する。 

 

(2) インドネシア国側（以下｢イ｣国と記す）投入 

「イ」国側の投入としては、i) カウンターパートの配置、ii) 専門家執務室、iii) 研修に必
要な資機材及び iv) プロジェクト運営費用負担が予定されている。 

   
1） カウンターパートの配置 

    各日本人専門家に対して、カウンターパートを配置する。 

 

2） 専門家執務室 

    本プロジェクト専門家の執務室を提供する。 

 

3） 研修資機材 

    本プロジェクト実施する各種研修に必要な資機材を提供する。 
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4） 事業運営費用負担 

      本プロジェクトの遂行に必要な事業運営費用につき、必要な予算措置を講ずる。 

 

５－７ 外部条件の分析 

本プロジェクトで想定される外部条件とその分析は以下のとおりである。 

 

 
本プロジェクトの外部条件と分析 

 
外部条件の種類 性質 外部条件 分析 

前提条件 プロジェクトが開始さ
れ、活動が行われる
ために必要な外部条
件。 

モデルエリアの2次水路まで灌漑用
水が配水される。 

灌漑水源はビリビリダムであり、す
でにモデルエリアの 2 次水路まで
配水が行われている。カンピリ・ス
キームの建設完了は 2004 年 7 月
である。 

外部条件 
（活動） 

1）カウンターパートが継続的に配属
され、活発に活動する。 

プロジェクトの実施主体となるカウ
ンターパートの継続的配属と期待
される役割を果たさなければなら
ない。 

 

活動が計画どおり実
施され、成果を生み
出すために必要な外
部条件。 

2）両国からの投入が、適当な時期
に、適切に行われる。 

投入の計画通りの実行は活動の
計画どおりの実施に不可欠であ
る。 

外部条件 
（成果） 

1）生産物の価格、市場が安定して
いる。 

農家の営農改善意欲あるいは営
農意欲そのものを阻害する要因と
なる。 

 

成果が計画どおり生
み出され、プロジェク
ト目標を達成するた
めに必要な外部条
件。 

2）気象条件が安定している。 ビリビリダムでの灌漑需要を満た
す貯水が確保できなくなる。 

外部条件 
（プロジェクト目

標） 

プロジェクト目標が計
画どおり達成され、
上位目標を達成する
ための外部条件。 

プロジェクトで得た知識、経験が研
修によって広められる。 

プロジェクト成果の波及が上位目
標達成に不可欠である。 

外部条件 
（上位目標） 

1）参加型灌漑管理政策が維持され
る。 

灌漑管理政策に大きな変化がな
いことが条件となる。 

 

上 位目 標が 達成 さ
れ、さらに上位の目
標を達成するために
必要な外部条件。 

2）水利組合強化のための予算、人
員が確保される。 

水利組合強化のための活動がよ
り広範囲に実施される必要があ
る。 

 

５－８ プロジェクトの運営・実施体制 

本プロジェクトの実施にあたっては、中央、州・県での役割がそれぞれ異なることから、運営・

実施体制を以下のように設定する。 

 

1) 中央レベル 

    中央レベルのカウンターパート機関は水資源総局である。水資源総局長のもと、水利組合の

制度関連事項に関しては水資源総局水資源管理局、水利組合に対する技術的指導事項に関して

は技術指導局がカウンターパート機関となる。また、内務省、農業省、国家開発計画庁を構成

員とする調整委員会を設置する。 

 

2）地方レベル 

    州政府の水資源管理局を州・県レベルのチーフ・カウンターパート機関とし、州政府開発計 

画局、ゴワ県政府の開発計画局、水資源管理事務所、食料作物・園芸事務所をカウンターパー 

ト機関とする。 
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3）調整委員会（JCC: Joint Coordinating Committee） 

    調整委員会は水資源総局、内務省、農業省、国家開発計画庁など中央政府機関及び州・県レ

ベルの関係機関から構成され、最低でも年に 1回は開催される。委員会の主要機能は年間活動
計画の策定、プロジェクト及び年間計画の実施状況のレヴュー、JICA側投入のレヴュー、「イ」
国側投入のレヴュー等である。 

   プロジェクト実施体制及び調整委員会（JCC）の構成は次のとおりである。 
 

プロジェクト実施体制 

実施組織 職位 

実施機関 居住・地域インフラ省水資源総局 

Project Director 水資源総局長 

Deputy Project Director 水資源総局次長 

中央レベル Project Manager 水資源総局水資源管理局長 

中央レベル Deputy Project Manager 水資源総局技術指導局長 

地方レベル Project Manager 南スラウェシ州水資源管理局長 

地方レベル Deputy Project Manager ゴワ県水資源管理事務所長 

カウンターパート 中央・地方カウンターパート 

 

調整委員会の構成 

Chairperson 水資源総局長 

Vice-Chairperson 水資源総局次長 

 水資源総局水資源管理局長 

 水資源総局技術指導局長 

 南スラウェシ州水資源管理局長 

 ゴワ県水資源管理事務所長 

 チーフ・アドバイザー（JICA 専門家） 

Members 国家開発計画庁、内務省、農業省、 

 南スラウェシ州地域開発計画局、 

 ゴワ県地域開発計画局、 

 ゴワ県食糧作物・園芸事務所、 

 JICA 専門家、JICA 事務所他 

 

５－９ 事前の義務及び必要条件 

前項「外部条件」の中で、プロジェクトの開始に係わる前提条件（モデルエリアの 2 次水路ま
で灌漑用水が配水される）として記述したものがこれに相当する。ビリビリ灌漑プロジェクトに

おけるプロジェクト地区に関連する、灌漑システムの整備（2 次用水路を含む幹線）は一部分の
水施設を除きすでに完了している。 
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第６章 プロジェクトの総合的実施妥当性 

 

６－１ 妥当性 

援助事業としての妥当性の評価項目「妥当性」の検証は以下のとおりである。 

 
  項目 内容 

ターゲットグループの選定 改正水資源法の基本理念である農民参加型灌漑管理が達成 

されるためには、水利組合が適切に機能することが必要であ 

る。 

本プロジェクトでは、水利組合組織強化の対象を 5組合と 

し、現場での技術移転の主な対象を水利組合・県職員とする。

組織面、技術面の両面の技術移転が可能であると判断される。 

ターゲットグループのニーズ モデルエリア及び周辺地区はビリビリ・プロジェクトによ 

り、新たに灌漑施設の整備が行われる地域である。プロジェ 

クトで目標とする灌漑施設の適正な運用と管理はプロジェク 

トで実施される営農改善活動の実施とともに地域灌漑農業の 

改善に大いに資するものである。 

「イ」国ニーズとの

整合性 

開発政策 水資源総局での協議の結果、先方は灌漑管理政策の枠組み 

についてはある程度順調に進めているものの、その政策を実 

施に移すことが課題であるとの認識を有していることが明ら 

かとなった。本件は、上記施策を実施に移すために不可欠な 

地方政府の能力強化に貢献するもので、先方の施策と整合性 

が確保されている。 

援助政策との一貫性 ビリビリ灌漑施設整備は JICA開発調査によるマスタープ 

ランに基づき実施された事業であることから、開発調査、円 

借款及び本件の技術協力と、異なる日本の援助スキームの連 

携事業とも位置づけることが可能である。 

公平性 プロジェクトはモデルエリアの全農民を対象としたもので 

ある。また、研修・普及等を通じその成果は周辺地区に波及 

されることとなる。 

日本の技術の優位性 灌漑管理・営農を含む小規模水田農業に関する技術面・組 

織面に係る日本の農業技術の優位性に疑問の余地はない。 

ODAとしての 

妥当性 

公共性 本プロジェクトでは、他地域を対象とした研修、セミナー 

開催を実施する。他地域の関係職員・農民組織へ技術移転が 

なされ、公共性も高いものと判断される。 

 

 



Ⅰ- 110 

 

６－２ 有効性 

プロジェクト目標達成の評価項目「有効性」についての検証は次表のとおりである。 

 

目標達成項目 目標達成の見込み 

計画の論理性の観点 PDMの「活動」、「成果」、「プロジェクト目標」、「上位目標」の関連は、

目的－手段との関係で明確かつ論理的である。また、各上位目標に達す

るための外部条件も満足される可能性も高い。外部条件の変化について

は、プロジェクト実施中もモニタリングされる。 

目標の妥当性 対象地区においては JBIC 事業、協力隊の活動によるデータがすでに

蓄積されており、それらを活用することでプロジェクト活動が速やかに

実施できる条件下にある。プロジェクト目標「灌漑施設の適正な運用及

び管理を行うモデルが確立される」は、その内容・時間的制約において

妥当かつ達成見込みの高いものと判断される。 

 

６－３ 効率性 

本プロジェクト対象の供与機材は、水利組合強化において必要とされる資機材及び事務所での

運営管理業務の用途を中心とした極めて限定的なものである。また供与機材の多くは、既に利用

経験のある機材であり、供与機材に関する維持管理の問題は見当たらない。 

本プロジェクトにおいては、日本側からの長期専門家も 4名と少数であるため、人的投入量の

観点からは効率が高いと判断される。 

 

６－４ インパクト 

プロジェクト実施による効果を各視点から整理し、また、上位目標達成に影響を与える要因を想定する

と、下表に示すとおりである。 

 

効果の分類 インパクト 内容 

政策的インパクト 政策の枠組みについては順調に進んでいるものの、

「イ」国側が懸案している政策の実施面に貢献するもの

である。 

プロジェクト実

施によるインパ

クト 

経済的インパクト 全国の灌漑システムの 40％は、運営・維持管理の面か

ら機能していないと言われている。水利組合組織強化に

より、灌漑システムの利用率が向上し、作付面積の増加、

作物多様化に寄与するものである。 



Ⅰ- 111 

 

制度的インパクト 本プロジェクトでは、居住インフラ省を主機関とし、

農業省、内務省を構成員とする調整委員会を設置する。

これによって、関係省庁の役割等が明確になり水利組合

強化の制度が整備・改善されることが期待される。州・

県レベルでは州・県の関連機関がカウンターパート機関

としてプロジェクト活動に参画することにより、実際の

活動を通じての役割分担、共同・協調の必要な活動とが

明らかとなる。このような現場レベルでの役割分担・共

同・協調は他地域での同様な活動の指針となるものと考

えられる。 

技術的インパクト 州・県のカウンターパートあるいは水利組合に対する

直接的な技術移転効果のほか、研修、マニュアルを通じ

て他の政府職員・水利組合への技術移転が期待される。 

 

社会・文化的インパクト 公平な水分配のためには、上流から下流までの水利組

合間での協議、調整が必要となる。この水配分を通して

協力意識の向上が期待される。 

上位目標の達成 プロジェクト目標を

上位目標につなげる

外部条件の確認 

プロジェクト目標「モデルエリアにおいて、水利組合

が地方政府による支援及び協調を通じて活性化すること

により、灌漑施設の適正な運用及び管理を行うモデルが

確立される」は、上位目標「ビリビリ灌漑地区において、

水利組合が地方政府による支援及び協調を通じて活性化

することにより、灌漑施設の適正な運用及び管理を行わ

れる」の前提として関連性を持つ。他の地区への普及に

は、モデル地区で作成されるマニュアル、政府職員及び

水利組合員に対するOJTを通じての技術移転が必要であ

る。このためにはプロジェクト終了後も継続して研修・

普及活動が行われ、外部条件「プロジェクトで得た知識、

経験が研修によって広められる」が満たされることが必

要である。 

 

６－５ 自立発展性 

プロジェクト効果の持続・発展性評価項目である「自立発展性」の検証は以下のとおりである。 

 

項目 内容 

組織能力 中央及び州政府においては、灌漑プロジェクトを数多く実施しており、組

織能力に係る課題は見あたらない。しかし、県政府においては、地方分権化

の中で役割が大きくなってはいるものの、職員の能力に係る課題が多いもの

と考えられる。しかし、本プロジェクトが実施されるなかで、これらの課題

は大きく改善される可能性がある。現時点においてでもプロジェクトを進行
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させていく基礎能力とやる気は十分に有しており、あまり問題はないと判断

される。 

配慮すべき点としては、次の点が挙げられる。 

（中央及び州政府） 

 居住インフラ省が主要な受け入れ機関であるが、組織面では内務省、技

術面の中でも営農に関しては農業省がそれぞれ関与してくることから、調

整委員会を設置して対応することとしている。 

（県政府） 

 幹線水路の維持管理にあたっては、2県以上にまたがる区間は州が、そ

れより下流は県が管理することとなっている。したがって、水利組合連合、

県、州、他関係者からなる調整委員会を設置し、公平な水配分計画ととも

に維持管理計画を作成する必要がある。 

関連規制・法制度 改正水資源法では以前の「農民組織への灌漑管理移管」から「農民参加型

の灌漑管理」へと基本理念が改定されている。基本法の改正に伴う関連の政

令・省令等の修正作業が必要となっている。法改正、政令・省令等の修正に

伴い、中央・地方政府の役割分担、地方政府機関間での役割分担に変更が生

じるものと思われる。 

本プロジェクトには各関連機関がカウンターパート機関あるいは調整委員

会メンバーとして参画しており、関連法規等の修正に伴って必要となる関連

機関間の共同・協調を図ることが可能である。 

プロジェクトで得られる経験・成果は研修・マニュアル等を通じて他地域

へ波及されることとなり、プロジェクトの自立発展に資するものと考えられ

る。 

技術の普及 成果の項目で記述したように、研修、マニュアルを通じて他地区の政府職

員への技術移転が期待される。 

 

６－６ 総合的実施妥当性 

以上 5 項目の評価を総合的に判断してプロジェクトの実施妥当性を検証すると、以下のとおり
となる。本プロジェクトは「イ」国の開発政策及び受益者のニーズに基づいた協力であり、わが

国 ODA の方向性に沿った事業であること、日本の技術の優位性を発揮できることなどから、プ
ロジェクトの「妥当性」に問題はない。 
計画の論理性及びプロジェクト目標の達成可能性からなるプロジェクトの「有効性」からみる

と、活動・成果・プロジェクト目標・上位目標に至る手段・目的の関係が明確であり、計画全体

は論理的に組み立てられている。プロジェクト目標の妥当性については、モデル（①水利組合が

自主的に灌漑施設の運営、維持管理を行う、②地方政府が水利組合に対し適正な支援を行う、③

水利組合と地方政府が良好な信頼関係を築く、ことが満たされた優良事例のこと）を確立すると

いう目標自体は本協力の目的でもあり、問題ないものと考える。しかし、目標の指標は客観的か

つ明確である必要があり、また、農民・水利組合の視点に立った指標の選定可能性についても検

討の必要がある。 
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プロジェクトへの投入の妥当性を計る「効率性」については、現時点での評価は困難である。 
投入についての留意事項は、農民・水利組合のプロジェクト活動への投入の算定、「イ」国側の投 
入となるプロジェクト活動費用・予算の確保である。 
 プロジェクト実施の「インパクト」については、新しい灌漑管理政策の導入が図られているプ 
ロジェクトの政策的、制度的、技術的インパクトは大きいものと判断され、プロジェクトで確立 
される前述のモデルに対する期待は高いものと考えられる。プロジェクトが与える長期的効果で 
ある上位目標の達成は、プロジェクトの成果及び関連政府機関の継続した投入にもよるが、対象 
地区が同一の灌漑プロジェクトであることから成果の波及効果が期待できる。 
 プロジェクト実施後の「自立発展性」については、「イ」国政府・地方政府の予算・人材確保及 
びプロジェクトの成果が自立発展を左右する大きな要因となる。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



プロジェクト機関
南スラウェシ州水資源管理局 組織（付図2参照）
(PSDA South Sulawesi) -

- 水管理マニュアル・ガイドライン等の作成
-

- モニタリング評価（エバリュエーション）
- チーフ・カウンターパート機関

ジェネベラン流域水資源管理事務所 組織（付図3参照）
(Balai PSDA W.S. Jeneberang) -

-

-

-

-

- 配水のモニタリング・評価（エバリュエー
ション）

南スラウェシ州灌漑・湿地開発事務所) 組織（付図4参照）
-

-

- 開発事業予算は本省予算がほとんどである

- 灌漑・排水等施設の設計・建設を担当する
- 3次水路の設計見直しと建設
- 4次水路の設計見直し
- 建設工事の監理

南スラウェシ州開発計画局 組織（付図5参照）
BAPPEDA South Selawesi -

- 州レベル関係機関の調整
- プロジェクトに対する支援

ゴワ県開発計画局 組織（付図6参照）
BAPPEDA Gowa -

-

- Trainer/NGO等の教育・訓練
- WUAの教育・訓練、法人化
- WUAの法人化

注：改正水資源法の制定で見直しが行われる可能性がある。

南スラウェシ州の開発計画の調整を行う部局
で、州知事の管轄下にある

水管理・本プロジェクトでの所掌

ゴワ県の開発計画の調整を行う部局で、県知
事の管轄下にある

水管理・本プロジェクトでの所掌
水管理事務所と食料・園芸作物事務所間など
県レベル関係機関の調整

南スラウェシ州は5流域に分割されており、

現在までに4流域に流域管理事務所が設置さ
れている。いずれも比較的最近に設置された
事務所である

2県以上の地域をまたがる幹線水路（1次・2
次水路）の維持管理を担当

県等の水管理組織・関係者に対する指導及び
教育・訓練

モデル地区への 2次水路に配水計画にしたが
い（十分な）灌漑水を供給する

モデル地区に導水するリンブング 1次水路の
維持管理責任組織

表 １.　州・県レベル機関の水利組合強化計画に係る所掌分担  - 1/2

水管理・本プロジェクトでの所掌

水管理・本プロジェクトでの所掌

水管理・本プロジェクトでの所掌

組織及び水管理・本プロジェクトでの所掌

(South Sulawesi Irrigation & Swamp
Superior Project/PIRASS)

水資源総局東部開発局の南スラウェシ州開発
事務所
南スラウェシ州水管理局による支援と監督を
受ける

南スラウェシ州の水管理事務所で、州知事の
管轄下にある

ジェネベラン河流域の流域管理事務所として
設置されている水管理局の下部機関

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ
付属資料1
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プロジェクト機関
ゴワ県水資源管理事務所 組織（付図7参照）
Dinas PSDA Gowa - ゴワ県の水管理事務所

-

-

-

- 流域管理事務所との配水調整
-

-

- WUAの指導、教育・訓練
-  2次・3次水路への配水のモニタリング
- WUAのモニタリング・評価（エバリュエーション）
- 水利費の徴収

ゴワ県食糧・園芸作物サービス事務所 組織（付図8参照）
-

-

- 営農改善活動の実施
-

ゴワ県農業・林業普及情報事務所 組織（付図9参照）
-

- 県下に160名の普及員を配置している
-

-

- 普及活動及の実施
水利組合　Water Users Association
(WUA)

- 3次水路以下の水管理・施設維持管理
- 4次水路の建設
- 水利費の負担

注：改正水資源法の制定で見直しが行われる可能性がある。

作期・作付け体系・灌漑スケジュールを関係
者全員で計画する会議を食料・園芸作物事務
所と共催

モデル地区及び対照地区に導水するマジャナ
ング、パマセ 2次水路の維持管理責任組織

水管理・本プロジェクトでの所掌

表 １.　州・県レベル機関の水利組合強化計画に係る所掌分担  - 2/2

組織及び水管理・本プロジェクトでの所掌

普及員は県食料・園芸作物サービス事務所と
共同して営農改善活動を実施する

2水路以下の配水調整会議を必要に応じて主
催
モデル地区への配水計画作成と計画にしたがっ
た配水の実施

モデル地区にはバジェン郡16名の普及員が
配置されている

2県にまたがらない幹線水路（1次・2次水
路）の維持管理を担当

水管理・本プロジェクトでの所掌

(Food & Horticulture Crops
Agriculture Services Office)

ゴワ県での食料・園芸作物生産を担当する技
術部局で、県知事の管轄下にある

水管理・本プロジェクトでの所掌

作期・作付体系・灌漑スケジュールを関係者
全員で計画する会議を県水管理事務所と共催

4次水路以下、圃場での水管理技術の指導を担
当する機関

(Agriculture & Forestry Extension
Information Office)

ゴワ県での農林業の普及事業を担う部局で、
県知事の管轄下にある

水管理・本プロジェクトでの所掌
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Provincial C/P Agencies

  Command Line
  Guidance & Support Flow
  Guidance & Support 
  Guidance, Support, Supervision and Monitoring & Evaluation

DWRM: Directorate of Water Resources Management DGFCP: Directorate General of Food Crops Agriculture DPTH: Dinas Pertanian Tanaman Pangan
DTG: Directorate of Technical Guidance DGAF: Directorate General of Agricultural Facilities KIPPK: Kantor Penyluhan Pertanian dan Kuhutanan
DER: Directorate of Water Resources in Eastern RegionAAHRDAgency for Agricultural Human Resources Development

District Level

図 1.　プロジェクト実施体制概要図

Province Level

Central C/P Agencies

Central Level Ministry of
Home Affairs

Ministry of
Agriculture

DPTPH

BANGDA

BAPPEDA

BAPPEDA

DPTPH KIPPK

DGFCP, DGAF &
AAHRD

Joint Committee
Meeting (JCC)

DGWR

MOSRI

DWRM DTG DER

PIRASSPSDA

PSDA

Bajeng Branch Office Bajeng Branch Office BPP Bajeng

Balai PSDA
 Jeneberang Gowa-Takalar

Sub-Project

Project
Project Site: Model Area

in Sub-district Bajeng
JICA Experts
Counter Parts

WUAs/FWUAs/(NOGs)
Office at PSDA Province

Field Office at Gowa

Bili-Bili
Irrigation

Project

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ
付属資料2
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